
（　
　
　
　

）

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
規
模
不
法
行
為
人
身
損
害
の
賠
償

同
志
社
法
学　

六
四
巻
七
号�

四
三
九

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
規
模
不
法
行
為
人
身
損
害
の
賠
償

楪　
　
　
　
　

博　
　

行

は
じ
め
に

一　

大
規
模
不
法
行
為
の
特
徴

二　

人
身
損
害
へ
の
基
本
の
賠
償
と
し
て
の
塡
補
賠
償

　
（
１
）　

賃
金
の
損
失

　
（
２
）　

医
療
費
と
関
連
す
る
項
目

　
（
３
）　

痛
み
お
よ
び
精
神
的
苦
痛
へ
の
賠
償

三　

疾
病
発
症
の
恐
怖
へ
の
精
神
的
損
害
賠
償

　
（
１
）　

イ
ン
パ
ク
ト
ル
ー
ル
と
そ
の
修
正

　
（
２
）　

合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
対
応
と
そ
の
後
の
動
向

四　

未
発
症
疾
病
発
見
目
的
の
医
療
検
査
費
用
賠
償

　
（
１
）　

医
療
検
査
費
用
賠
償
の
請
求
に
至
る
背
景
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（
２
）　

医
療
検
査
費
用
賠
償
が
請
求
原
因
と
な
る
場
合
の
成
立
要
件

　
（
３
）　

医
療
検
査
費
用
賠
償
の
位
置
づ
け
と
関
連
す
る
問
題

五　

大
規
模
不
法
行
為
と
懲
罰
的
賠
償

　
（
１
）　

懲
罰
的
賠
償
の
目
的
と
根
拠

　
（
２
）　

懲
罰
的
賠
償
額
の
算
定
と
関
連
す
る
問
題

　
（
３
）　

懲
罰
的
賠
償
へ
の
憲
法
と
制
定
法
上
の
制
限

　
（
４
）　

大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
に
お
け
る
懲
罰
的
賠
償
の
意
義
と
問
題

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

一
九
七
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
大
規
模
化
し
た
不
法
行
為
損
害
へ
の
賠
償
を
求
め
る
訴
え
が
提
起
さ
れ
は
じ
め
た
。
ア
ス
ベ
ス

ト
、
枯
葉
剤
、
さ
ら
に
は
豊
胸
シ
リ
コ
ン
に
よ
る
人
身
へ
の
被
害
（personal injury

）
が
広
範
な
規
模
で
発
生
し
た
。
過
失
に
よ
る
不
法

行
為
な
ど
を
請
求
の
原
因
と
し
て
、
多
数
の
者
が
全
米
各
地
で
訴
訟
を
提
起
し
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
大
規
模
不
法
行
為
（m

ass tort

）
の

訴
え
が
出
現
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
の
不
法
行
為
の
訴
え
は
、
州
裁
判
所
の
判
例
法
で
あ
る
州
コ
モ
ン
・
ロ
ー
違
反
を
根
拠
と

し
て
州
裁
判
所
に
、
そ
し
て
州
籍
相
違
管
轄
権
（diversity jurisdiction
）
に
基
づ
き
連
邦
裁
判
所
に
係
属
す
る
。
そ
し
て
、
州
実
体
法

を
適
用
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
所
が
判
断
を
行
う
。

　

典
型
的
に
は
、
集
団
代
表
訴
訟
で
あ
る
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
用
い
ら
れ
、
膨
大
な
損
害
賠
償
が
請
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
例
え

ば
ア
ス
ベ
ス
ト
の
被
害
に
よ
る
損
害
は
、
一
五
〇
〇
億
か
ら
二
一
〇
〇
億
ド
ル
と
査
定
さ
れ
て
お
り
、
被
告
は
膨
大
な
損
害
賠
償
金
を
請
求

二
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さ
れ
た）

1
（

。
多
額
な
損
害
賠
償
の
請
求
は
、
従
来
よ
り
批
判
の
対
象
と
さ
れ
様
々
な
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
て
き
た
。
主
と
し
て
、
ク
ラ
ス
・
ア

ク
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
の
是
非）

2
（

や
個
々
の
損
害
賠
償
の
内
容）

3
（

か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
法
行
為
の
大
規
模
化
が
も
た
ら

す
損
害
賠
償
の
内
容
へ
の
影
響
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い）

4
（

。
こ
れ
は
、
と
か
く
賠
償
金
額
ば
か
り
に
目
が
向
け
ら
れ
る
大
規
模
不
法
行
為
を
、

不
法
行
為
実
体
法
か
ら
解
決
す
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
大
規
模
不
法
行
為
の
大
規
模
性
が
、
従
来
の
損
害
賠
償
の
理
論
へ
い
か
な

る
影
響
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
ま
ず
大
規
模
不
法
行
為
の
特
徴
を
分
析
す
る
。
そ
の
上
で
、
不
法
行
為
人
身
損
害
賠
償
の
基
本
と
な
る
損
害
の
補
塡
を

目
的
と
す
る
塡
補
賠
償
（com

pensatory dam
ages

）
を
構
成
す
る
項
目
を
検
討
す
る
。
次
に
、
大
規
模
不
法
行
為
の
特
徴
と
な
る
未
発

症
の
疾
病
に
対
す
る
精
神
的
損
害
賠
償
と
医
療
検
査
費
用
損
害
賠
償
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
英
米
法
体
系
諸
国
に
特
有

の
懲
罰
的
賠
償
（punitive dam

ages
）
の
制
度
目
的
と
性
質
を
概
観
し
た
上
で
、
大
規
模
不
法
行
為
に
お
け
る
こ
の
賠
償
方
法
の
意
義
に

つ
い
て
検
討
す
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
大
規
模
不
法
行
為
で
の
人
身
損
害
賠
償
の
現
状
と
問
題
点
を
考
察
す
る
。

一　

大
規
模
不
法
行
為
の
特
徴

　

大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
は
、
多
く
の
者
の
生
命
や
身
体
と
財
産
に
損
害
を
与
え
る
行
為
に
対
し
て
、
そ
の
損
害
の
賠
償
を
求
め
て
提
起
さ

れ
て
き
た
。
一
九
八
九
年
に
は
、
全
米
弁
護
士
会
（T

he A
m

erican B
ar A

ssociation

）
の
大
規
模
不
法
行
為
委
員
会
（C

om
m

ission 

on M
ass Torts

）
は
、
次
の
定
義
を
行
っ
た
。
少
な
く
と
も
一
つ
の
事
故
や
製
造
物
瑕
疵
事
件
か
ら
一
〇
〇
以
上
の
不
法
行
為
訴
訟
が
提

起
さ
れ
、
死
亡
や
身
体
的
損
害
ま
た
は
有
体
物
の
破
損
を
理
由
に
五
万
ド
ル
を
超
え
る
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
え
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ

る
）
5
（

。
合
衆
国
最
高
裁
判
所
首
席
裁
判
官
の
諮
問
機
関
で
あ
る
大
規
模
不
法
行
為
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
も
、
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
を
一
〇

二
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〇
人
以
上
の
原
告
と
な
る
個
別
の
訴
え
、
多
州
で
提
起
さ
れ
る
広
域
訴
訟
（m

ulti district litigation

）、
そ
し
て
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
と

定
義
し
て
い
る）

6
（

。

　

訴
え
の
請
求
原
因
（cause of action

）
と
な
る
不
法
行
為
は
、
大
規
模
な
損
害
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
。
大
火
災
や
飛
行
機
事
故

な
ど
単
発
性
事
故
に
よ
り
多
数
の
者
に
損
害
を
も
た
ら
す
も
の
か
ら
、
有
毒
物
質
が
混
入
し
た
生
活
用
品
や
薬
品
の
摂
取
に
よ
る
多
発
性
事

故
で
、
多
数
の
者
に
損
害
を
与
え
る
も
の
ま
で
幅
広
い
も
の
と
な
る
。
後
者
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
や
有
毒
物
質
が
混
入
し
た
水
を
吸
引
す
る
な

ど
の
事
例
が
あ
り
、
環
境
に
影
響
を
与
え
る
有
毒
物
質
不
法
行
為
（toxic torts

）
訴
訟
と
製
造
物
の
瑕
疵
に
よ
る
製
造
物
責
任
（product 

liability

）
訴
訟
に
細
分
化
で
き
る）

7
（

。
ま
た
、
大
災
害
と
製
造
物
の
瑕
疵
の
大
規
模
化
が
同
時
に
出
現
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
前
者
と
後

者
の
例
が
併
せ
て
発
生
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

損
害
を
受
け
る
被
害
者
、
す
な
わ
ち
原
告
と
な
り
得
る
者
の
数
は
、
大
規
模
不
法
行
為
で
は
極
め
て
多
数
に
の
ぼ
る
。
災
害
や
事
故
に
よ

る
大
規
模
不
法
行
為
は
単
発
的
に
同
一
場
所
で
発
生
す
る
。
こ
の
場
合
、
不
法
行
為
発
生
地
で
損
害
賠
償
が
審
理
さ
れ
る
。
適
用
さ
れ
る
法

も
、
事
故
発
生
地
域
の
州
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
被
害
者
が
個
別
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
や
、
ま
た
州
法
上
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が

認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
災
害
や
大
事
故
な
ど
単
発
的
事
件
の
場
合
に
は
、
特

定
の
裁
判
所
に
お
い
て
個
々
の
損
害
の
賠
償
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
有
毒
物
質
や
製
造
物
の
瑕
疵
に
よ
っ
て
発
生
す
る
大
規
模
不
法
行
為
は
こ
れ
と
は
様
相
が
異
な
る
。
例
え
ば
ア
ス
ベ
ス
ト
の
事

例
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
ア
ス
ベ
ス
ト
の
吸
引
は
様
々
な
場
所
で
発
生
し
て
い
る
。
そ
れ
が
原
因
で
発
症
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
中

皮
腫
は
、
一
定
の
期
間
潜
伏
し
被
害
者
に
よ
っ
て
発
症
す
る
時
が
異
な
る
。
潜
伏
期
間
と
発
症
と
の
間
に
は
時
間
的
間
隔
が
あ
り
、
そ
の
結

果
、
因
果
関
係
の
み
な
ら
ず
実
際
の
被
害
者
数
の
特
定
も
困
難
と
な
る
。
ま
さ
に
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
放
射
能
の
汚
染
と
後
に

発
症
す
る
疾
病
の
因
果
関
係
の
特
定
が
困
難
と
な
る
こ
と
と
同
一
の
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
は
有
毒
物
質
不
法
行
為
の
典
型
的
と
も
い
え
る
性

二
四
六
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質
で
あ
る
。
ま
た
、
製
造
物
の
瑕
疵
に
よ
る
大
規
模
不
法
行
為
の
場
合
に
は
、
瑕
疵
に
よ
る
事
故
の
損
害
程
度
が
被
害
者
に
よ
り
異
な
る
。

さ
ら
に
、
製
造
物
が
多
く
の
州
で
購
入
さ
れ
る
と
、
損
害
の
発
生
が
様
々
な
時
間
で
多
地
域
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る）

8
（

。

　

被
害
者
が
長
期
か
つ
多
地
域
に
出
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害
者
が
多
数
に
の
ぼ
り
請
求
さ
れ
る
損
害
賠
償
が
多
額
と
な
る
。
タ
バ
コ

の
事
例
で
は
、
数
千
万
も
の
喫
煙
者
だ
け
で
は
な
く
、
副
流
煙
吸
引
者
も
含
め
れ
ば
実
際
に
は
そ
の
何
倍
も
の
タ
バ
コ
吸
引
者
が
存
在
す
る

可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
が
原
告
と
な
り
、
ガ
ン
発
症
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
す
れ
ば
、
そ
の
額
は
天
文
学

的
数
字
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
多
数
被
害
者
の
状
況
は
、
法
制
度
へ
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
手
続
法
的
に
は
、
い
ず
れ
の
州
法
を
根
拠
に
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
準
拠
法
の
選
択
（choice of law

）
や
、
弁
護
士
報
酬
の
支

払
い
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
大
規
模
化
に
直
接
影
響
す
る
二
つ
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、
多
数
で
原
告
が
構

成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
訴
え
の
形
式
が
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
な
る
点
で
あ
る
。
連
邦
民
事
訴
訟
規
則R

ule 23

に
規
定
さ
れ
る
ク
ラ
ス
・

ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
多
数
の
当
事
者
の
代
表
者
が
訴
え
を
提
起
す
る
訴
訟
手
続
で
あ
る
。
一
九
六
六
年
に
改
正
さ
れ
た
こ
の
規
則
のR

ule 23 

（b

）（3

）
で
、
損
害
賠
償
を
求
め
て
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、
広
域
訴
訟
（M

ultidistrict 

L
itigation

）
手
続
で
あ
る
。
様
々
な
地
区
の
連
邦
裁
判
所
で
係
属
す
る
訴
え
を
集
約
し
て
、
プ
レ
・
ト
ラ
イ
ア
ル
で
の
証
拠
調
べ
を
特
定

の
連
邦
地
方
裁
判
所
に
委
ね
る
方
法
で
あ
る）

9
（

。
州
と
連
邦
裁
判
所
が
二
元
的
に
存
在
す
る
た
め
に
、
同
一
の
訴
え
を
二
つ
の
裁
判
所
で
提
起

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
大
規
模
不
法
行
為
の
場
合
に
は
、
複
数
の
州
お
よ
び
連
邦
裁
判
所
に
同
一
事
件
が
係
属
す
る
。
い
わ
ゆ
る
法
廷

地
漁
り
（forum

 shopping

）
の
現
象
が
発
生
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
、
合
衆
国
議
会
は
二
〇
〇
五
年
に
ク

ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
公
正
法
（C

lass A
ction F

airness A
ct

）
）
₁₀
（

を
成
立
さ
せ
た
。
同
法
は
、
多
く
の
州
お
よ
び
連
邦
裁
判
所
に
係
属
し
て

い
る
大
規
模
不
法
行
為
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
単
一
の
連
邦
裁
判
所
に
係
属
さ
せ
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
連
邦
化
を
試
み
て
い

る
）
₁₁
（

。
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償

　

一
方
、
実
体
法
的
に
は
、
大
規
模
不
法
行
為
が
新
し
い
請
求
原
因
、
す
な
わ
ち
従
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
異
な
る
新
し
い
不
法
行
為
類

型
創
出
の
是
非
が
あ
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
大
規
模
不
法
行
為
は
大
災
害
・
大
事
故
、
有
毒
物
質
、
そ
し
て
製
造
物
瑕
疵
に
よ
る
も
の
に

分
類
さ
れ
る
。
多
く
の
場
合
に
は
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
に
基
づ
い
て
訴
え
が
提
起
さ
れ
る
。
有
毒
物
質
や
製
造
物
瑕
疵
で
は
、
請
求
の
原

因
は
製
造
物
責
任
や
消
費
者
詐
欺
に
求
め
て
い
る
例
も
あ
る）
₁₂
（

。
こ
の
典
型
は
食
品
事
例
で
あ
る
。
事
案
に
よ
り
製
造
物
瑕
疵
の
厳
格
責
任
と

消
費
者
詐
欺
を
根
拠
に
訴
え
が
提
起
さ
れ
て
い
る）
₁₃
（

。
請
求
の
原
因
の
多
様
化
は
時
代
と
と
も
に
発
生
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
食

品
事
例
以
外
で
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
は
別
の
新
し
い
請
求
原
因
を
創
出
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

不
法
行
為
の
大
規
模
化
に
よ
り
直
面
す
る
実
体
法
上
の
深
刻
な
問
題
が
二
点
存
在
す
る
。
第
一
は
、
大
規
模
化
に
よ
り
事
実
関
係
が
複
雑

に
な
り
、
そ
の
結
果
、
因
果
関
係
の
判
定
が
困
難
か
つ
相
当
な
時
間
を
必
要
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
大
規
模
不
法
行
為
の
事
例
で
は
、
多
数

の
当
事
者
と
損
害
発
生
時
期
の
相
違
に
よ
り
事
実
と
法
的
な
争
点
が
複
雑
に
混
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
審
理
の
円
滑
化
の
た
め
、
因
果
関

係
と
責
任
の
有
無
の
審
理
を
分
離
す
る
、
い
わ
ゆ
る
二
段
階
審
理
（bifurcated trial

）
が
な
さ
れ
る）
₁₄
（

。
特
に
、
有
毒
物
質
の
よ
う
に
潜
在

性
を
も
つ
場
合
に
は
、
原
因
発
生
と
損
害
発
生
と
の
間
に
長
期
の
タ
イ
ム
ラ
グ
が
存
在
す
る
。
損
害
発
生
時
で
の
因
果
関
係
の
立
証
は
困
難

を
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
第
二
は
損
害
賠
償
の
範
囲
で
あ
る
。
発
生
し
た
損
害
が
理
論
的
に
賠
償
可
能
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
有
毒
物

質
不
法
行
為
の
場
合
に
は
、
有
毒
物
質
の
も
つ
潜
在
性
が
ゆ
え
に
将
来
に
損
害
が
発
生
す
る
こ
と
が
多
い
。
損
害
と
な
る
疾
病
は
未
発
症
で

あ
る
が
、
疾
病
の
恐
怖
に
よ
る
精
神
的
損
害
や
、
疾
病
を
検
査
す
る
た
め
の
費
用
の
損
失
が
あ
る
。
こ
れ
ら
が
果
た
し
て
賠
償
可
能
な
損
害

と
し
て
認
定
可
能
か
ど
う
か
の
問
題
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
不
法
行
為
の
大
規
模
化
を
防
止
す
る
こ
と
な
く
招
い
た
加
害
者
へ

の
損
害
賠
償
責
任
も
考
慮
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
損
害
賠
償
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
大
規
模
不
法
行
為
の
実
体
法
上
の
重
要
な
問
題
で
あ

る
と
い
え
る
。

二
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人
身
損
害
へ
の
基
本
の
賠
償
と
し
て
の
塡
補
賠
償

　
（
１
）　

賃
金
の
損
失

　

大
規
模
不
法
行
為
に
よ
り
人
身
損
害
が
発
生
す
る
と
、
不
法
行
為
者
は
そ
の
賠
償
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
原
則
と
し

て
当
該
不
法
行
為
か
ら
相
当
な
関
係
で
既
に
発
生
し
た
損
害
と
、
将
来
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
損
害
の
穴
埋
め
で
あ
る
塡
補
を
目
的
と
し

て
、
そ
れ
が
請
求
さ
れ
る）
₁₅
（

。
こ
の
塡
補
賠
償
（com

pensatory dam
ages

）
の
請
求
に
は
、
未
発
生
損
害
を
発
見
す
る
た
め
の
医
療
検
査

費
用
賠
償
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
賠
償
に
加
え
て
、
懲
罰
的
賠
償
が
認
め
ら
れ
る）
₁₆
（

。
こ
の
よ
う
に
、
損
害
賠
償
は
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
基
本
と
な
る
損
害
賠
償
を
構
成
す
る
塡
補
賠
償
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

一
般
的
に
、
塡
補
賠
償
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
損
害
の
第
一
が
時
間
的
損
失
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
発
生
し
た
損
害
に
よ
る
賃
金
の
損
失

や
所
得
を
獲
得
す
る
能
力
停
止
の
金
銭
的
価
値
の
賠
償
で
あ
る
。
第
二
が
損
害
に
よ
っ
て
被
っ
た
経
費
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
危
険
の
回
避
ル

ー
ル
（avoidable consequence rule

）
）
₁₇
（

が
適
用
さ
れ
、
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
た
経
費
の
み
が
賠
償
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
が
痛
み

お
よ
び
精
神
的
苦
痛
（pain and suffering

）
で
あ
る
。

　

第
一
の
時
間
的
損
失
の
う
ち
、
賃
金
の
損
失
（loss of earnings

）
は
、
不
法
行
為
に
よ
っ
て
永
久
に
ま
た
は
一
時
的
に
労
働
が
で
き
な

く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
被
害
者
は
得
べ
か
り
し
賃
金）
₁₈
（

お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
損
失
利
益）
₁₉
（

の
賠
償
を
受
け
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
賃
金
の
損
失
に
加
え
て
、
所
得
獲
得
能
力
（earning capacity

）
の
喪
失
に
よ
る
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
。
所

得
獲
得
能
力
と
は
、
損
害
が
な
け
れ
ば
被
害
者
で
あ
る
原
告
が
行
う
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
労
働
の
対
価
を
意
味
す
る）
₂₀
（

。
し
た
が
っ
て
、

損
害
発
生
時
に
労
働
が
可
能
で
あ
っ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
得
獲
得
能
力
に
つ
い
て
は
請
求
が
可
能
に
な
る
。二

四
七
一
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（
２
）　

医
療
費
と
関
連
す
る
項
目

　

塡
補
賠
償
対
象
で
あ
る
損
害
に
よ
っ
て
被
っ
た
経
費
に
は
、
合
理
的
範
囲
の
医
療
費
や
そ
れ
に
相
当
に
関
連
し
た
支
出
が
含
ま
れ
る
。
身

体
が
治
癒
す
る
た
め
の
将
来
的
な
医
療
費
も
こ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
治
療
や
処
方
に
か
か
る
医
療
費
が
賠
償
可
能
に
な
り
、
合
理

的
範
囲
の
医
療
検
査
費
用
、
薬
剤
の
処
方
、
医
療
器
具
や
義
肢
な
ど
も
含
ま
れ
る）
₂₁
（

。
尚
、
医
療
費
と
そ
れ
に
関
連
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、

損
害
回
復
に
必
要
と
予
見
さ
れ
る
範
囲
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
経
費
は
、
必
要
と
さ
れ
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
や
医
療
器
具
の
実

際
の
支
出
で
は
な
く
、
合
理
的
範
囲
内
の
金
銭
的
価
値
に
限
定
さ
れ
る）
₂₂
（

。
ま
た
、
こ
れ
は
損
害
回
復
の
た
め
の
合
理
的
に
必
要
と
さ
れ
る
場

合
に
の
み
認
め
ら
れ
る）
₂₃
（

。
医
療
費
と
関
連
す
る
経
費
の
賠
償
可
能
な
範
囲
が
、
現
に
支
出
さ
れ
た
医
療
上
の
経
費
で
は
な
く
、
限
定
つ
き
な

が
ら
合
理
的
範
囲
の
金
銭
的
価
値
と
さ
れ
る
の
は
、
損
失
し
た
価
値
の
み
な
ら
ず
将
来
の
損
失
の
補
塡
を
考
慮
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
実
際
に
支
出
し
た
医
療
費
で
あ
っ
て
も
合
理
的
範
囲
を
超
え
た
と
認
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
被
害
者
で
あ
る
原
告
は
そ
の
超
過
分

の
賠
償
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る）
₂₄
（

。
大
規
模
不
法
行
為
事
例
の
場
合
に
は
、
医
療
費
の
具
体
的
な
内
容
と
そ
の
合
理
的
範
囲
で

の
価
値
を
決
定
で
き
る
機
会
が
得
ら
れ
る
と
い
う
点
か
ら
、
原
告
側
代
理
人
は
こ
の
原
則
を
好
ま
し
い
も
の
と
考
え
て
い
る
と
さ
れ
る）
₂₅
（

。
大

規
模
不
法
行
為
は
、
製
造
物
瑕
疵
や
薬
害
に
よ
り
発
生
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
因
果
関
係
を
科
学
的
な
裏
付
け
で
立
証
す
る
こ
と
で
合
理
的

範
囲
を
決
定
し
て
、
未
発
見
の
疾
病
に
よ
る
医
療
費
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
損
害
賠
償
額
が
多
額
と
な
る
可
能

性
が
広
が
る
の
で
あ
る）
₂₆
（

。
し
か
し
、
人
身
損
害
を
発
生
さ
せ
る
交
通
事
故
等
の
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
小
規
模
な
不
法
行
為
の
場
合
に
は
、
妥

当
と
考
え
ら
れ
る
合
理
的
範
囲
の
医
療
費
を
支
出
し
な
け
れ
ば
、
医
療
費
の
賠
償
は
減
額
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

被
害
者
に
と
っ
て
人
身
損
害
を
軽
減
す
る
た
め
の
方
法
は
、
定
期
的
に
医
療
検
査
（m

edical m
onitoring

）
を
行
う
こ
と
で
あ
る）
₂₇
（

。
こ

の
医
療
検
査
に
か
か
る
費
用
の
賠
償
は
医
療
費
の
中
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る）
₂₈
（

。
塡
補
賠
償
に
該
当
す
る
医
療
費
の
中
に
医
療
検
査
が
入
る
こ

と
に
な
れ
ば
合
理
的
範
囲
で
そ
の
額
が
決
定
さ
れ
る
が
、
疾
病
が
未
発
症
で
医
療
検
査
が
な
さ
れ
た
場
合
の
費
用
賠
償
が
問
題
と
な
る
。
何

二
四
七
二
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故
な
ら
、
医
療
検
査
が
医
療
費
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
は
、
現
在
損
害
が
発
生
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

将
来
発
症
予
定
の
疾
病
の
た
め
の
医
療
検
査
費
用
は
、
将
来
発
症
し
た
後
に
は
じ
め
て
賠
償
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
、
大
規
模
不
法
行
為
、

特
に
製
造
物
責
任
お
よ
び
有
毒
物
質
不
法
行
為
の
場
合
に
は
、
損
害
が
潜
伏
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
前
倒
し
で
医
療
検
査
費
用
の
賠
償

を
得
る
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
医
療
検
査
費
用
賠
償
の
た
め
の
要
件
が
必
要
と
な
る）
₂₉
（

。

　
（
３
）　

痛
み
お
よ
び
精
神
的
苦
痛
へ
の
賠
償

　

痛
み
お
よ
び
精
神
的
苦
痛
は
、
原
則
的
に
塡
補
賠
償
の
対
象
と
な
る
。
た
だ
し
、
賠
償
が
可
能
に
な
る
苦
痛
は
、
意
識
が
あ
る
こ
と
と
損

害
が
既
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る）
₃₀
（

。
ま
た
、
身
体
に
加
え
ら
れ
た
傷
害
と
痛
み
と
の
間
に
相
当
な
因
果
関
係

が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
傷
害
の
治
療
の
際
に
発
生
す
る
痛
み
も
賠
償
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
治
療
の
際
に
用
い
ら
れ
た
薬
剤
に

よ
る
副
作
用
に
よ
る
苦
痛
が
こ
れ
に
該
当
す
る）
₃₁
（

。

　

こ
れ
ら
の
精
神
的
苦
痛
は
専
門
家
鑑
定（expert testim

ony

）に
よ
り
証
明
さ
れ
る
が
、こ
れ
は
必
ず
し
も
要
求
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

多
く
の
場
合
、
既
に
発
生
し
て
い
る
身
体
的
損
害
と
そ
の
医
療
の
必
要
性
が
あ
れ
ば
、
身
体
的
お
よ
び
精
神
的
損
害
が
推
定
さ
れ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る）
₃₂
（

。
し
か
し
、
精
神
的
損
害
認
定
の
た
め
の
明
確
か
つ
客
観
的
基
準
は
乏
し
い
。
そ
の
た
め
、
痛
み
お
よ
び
精
神
的
苦
痛
の
損
害

賠
償
額
を
算
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

　

痛
み
お
よ
び
精
神
的
苦
痛
に
は
、
身
体
の
傷
害
か
ら
派
生
す
る
痛
み
、
不
快
感
、
そ
し
て
喪
失
感
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
身
体
の
一
部）
₃₃
（

や
身

体
的
機
能
の
喪
失）
₃₄
（

な
ど
は
、
相
当
程
度
の
痛
み
や
不
快
感
が
伴
う
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
塡
補
賠
償
と
し
て
賠
償
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

顔
な
ど
に
傷
が
あ
る
場
合
に
は
、
他
者
に
よ
る
識
別
が
困
難
な
程
の
些
細
な
も
の
で
あ
っ
て
も
不
快
感
の
存
在
を
推
定
す
る
判
決
も
存
在
す

る
）
₃₅
（

。
痛
み
お
よ
び
精
神
的
苦
痛
の
推
定
に
は
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
が
現
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
賠

二
四
七
三
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償
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る）
₃₆
（

。
た
だ
し
、
傷
等
の
外
観
上
認
識
可
能
な
人
身
損
害
が
存
在
し
な
く
て
も
、
精
神
的
損
害
賠
償
を
認
め
る
事

例
も
あ
る
。
飛
行
機
事
故
発
生
直
前
の
精
神
的
苦
痛）
₃₇
（

や
、
飛
行
機
が
一
万
フ
ィ
ー
ト
落
下
し
た
際
の
精
神
的
苦
痛）
₃₈
（

に
対
し
て
損
害
賠
償
を
認

め
た
例
で
あ
る
。
ま
た
、
放
射
線
治
療
の
失
敗
に
よ
り
ガ
ン
発
生
を
恐
れ
た
原
告
に
、
一
万
五
〇
〇
〇
ド
ル
の
精
神
的
損
害
賠
償
を
認
め
た

事
例
も
存
在
す
る）
₃₉
（

。
後
述
す
る
よ
う
に
、
将
来
の
疾
病
発
症
の
恐
怖
に
よ
る
精
神
的
損
害
賠
償
に
は
、
何
ら
か
の
損
害
が
既
に
発
生
し
て
い

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
精
神
的
苦
痛
が
強
く
推
定
さ
れ
る
場
合
に
は
必
ず
し
も
そ
れ
が
妥
当
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

痛
み
お
よ
び
精
神
的
苦
痛
を
効
果
の
側
面
か
ら
見
た
場
合
、
そ
れ
ら
は
人
生
の
謳
歌
（enjoym

ent of life

）
の
損
失
を
も
た
ら
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
身
体
的
損
害
の
た
め
に
音
楽
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
趣
味
が
満
喫
で
き
な
い
状
態
が
発
生
し
た
場
合
、
こ
の
損
失
は
塡
補
賠

償
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
テ
ニ
ス
な
ど
の
競
技
が
で
き
な
く
な
っ
た
原
告
に
よ
る
主
張
が
容
れ
ら
れ
て
い
る）
₄₀
（

。
こ

の
損
失
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
賠
償
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
₄₁
（

。

　

た
だ
し
、
人
生
の
謳
歌
の
損
失
を
痛
み
お
よ
び
精
神
的
苦
痛
の
一
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
と
は
独
立
し
た
損
害
賠

償
の
要
素
と
す
る
の
か
の
問
題
が
あ
る
。
人
生
の
謳
歌
の
損
失
が
あ
っ
た
こ
と
の
意
識
が
な
い
場
合
に
は
、
損
害
の
意
識
を
成
立
要
件
と
す

る
痛
み
お
よ
び
精
神
的
苦
痛
へ
の
損
害
賠
償
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
痛
み
お
よ
び
精
神
的
苦
痛
か
ら
独
立
し
て
い

れ
ば
、
賠
償
は
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
交
通
事
故
に
よ
り
意
識
が
混
濁
し
て
い
る
場
合
、
当
然
趣
味
を
行
え
る
状
態
で
は
な

い
の
で
人
生
の
謳
歌
の
損
失
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
に
よ
っ
て
、
意
識
の
混
濁
と
い
う
状
況
が
損
害

賠
償
の
是
非
に
関
係
し
て
く
る
。
多
数
の
判
例
は
そ
れ
を
痛
み
お
よ
び
精
神
的
苦
痛
の
一
形
態
と
認
め
て
き
た
が
、一
九
九
〇
年
代
以
降
は
、

徐
々
に
で
は
あ
る
が
独
立
し
た
損
害
賠
償
の
要
素
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る）
₄₂
（

。
例
え
ば
、
一
九
九
七
年
の
ニ
ュ
ー

ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
裁
判
所
判
決
で
あ
るO

casio v. A
m

trak

は
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
本
件
で
は
、
長
年
の
麻
薬
使
用
に
よ
り
原
告
の
意
識

が
混
濁
の
状
況
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
は
、精
神
的
お
よ
び
身
体
的
機
能
の
状
況
を
考
慮
に
入
れ
て
判
断
し
た
と
述
べ
て
い
る）
₄₃
（

。
し
た
が
っ
て
、

二
四
七
四
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長
期
間
の
精
神
的
か
つ
身
体
的
機
能
不
全
が
あ
れ
ば
、
意
識
の
有
無
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
生
の
謳
歌
の
損
失

を
損
害
の
意
識
な
し
に
認
め
れ
ば
、
そ
の
賠
償
の
範
囲
の
拡
大
は
免
れ
な
く
な
り
、
結
果
的
に
賠
償
額
の
多
額
化
は
避
け
ら
れ
な
い
。
意
識

を
条
件
と
せ
ず
に
人
生
の
謳
歌
の
損
失
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
精
神
状
態
と
は
関
連
性
の
な
い
も
の
ま
で
損
害
賠
償
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
と

い
う
問
題
が
発
生
す
る
の
で
あ
る）
₄₄
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
意
識
に
よ
る
作
用
を
否
定
す
る
一
部
の
傾
向
が
あ
る
も
の
の
、
精
神
的
損
害
賠
償
に
は
損
害
が
既
に
発
生
し
て
い
る
こ

と
が
前
提
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
大
規
模
不
法
行
為
、
と
り
わ
け
有
毒
物
質
不
法
行
為
の
特
徴
は
潜
在
性
で
あ
る
。
ガ
ン
の
よ
う
な
重
篤
な

疾
病
を
将
来
発
生
さ
せ
る
蓋
然
性
の
高
い
物
質
の
摂
取
に
よ
り
、
疾
病
発
症
の
恐
怖
に
よ
る
精
神
的
損
害
も
起
こ
り
得
る
。
そ
こ
で
、
未
だ

損
害
が
発
生
し
て
い
な
い
場
合
で
の
、
精
神
的
損
害
賠
償
の
請
求
可
能
性
の
検
討
が
大
規
模
不
法
行
為
事
例
に
は
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

三　

疾
病
発
症
の
恐
怖
へ
の
精
神
的
損
害
賠
償

　
（
１
）　

イ
ン
パ
ク
ト
ル
ー
ル
と
そ
の
修
正

　

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
は
、
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
を
原
因
と
し
て
精
神
的
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
に
は
制
限
が
あ
っ
た
。
イ
ン
パ
ク

ト
ル
ー
ル
（im

pact rule

）
ま
た
は
身
体
損
害
ル
ー
ル
（physical injury rule

）
）
₄₅
（

と
呼
ば
れ
る
法
理
が
、
精
神
的
損
害
賠
償
の
請
求
を
す

る
上
で
、
一
定
の
身
体
へ
の
接
触
や
損
害
を
前
提
に
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
大
規
模
不
法
行
為
、
と
り
わ
け
有
毒
物
質
不
法
行
為

に
お
け
る
精
神
的
損
害
の
賠
償
は
、
一
九
八
〇
年
代
初
頭
ま
で
明
確
に
イ
ン
パ
ク
ト
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
八
二
年

の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
裁
判
所
判
決
で
あ
るP

ayton v. A
bbott L

abs

）
₄₆
（

は
、﹁
請
求
の
根
拠
が
曖
昧
な
、
ま
た
行
儀
が
悪
く
感
情
を
害
す

る
よ
う
な
訴
え
を
制
限
す
る
﹂）
₄₇
（

た
め
に
イ
ン
パ
ク
ト
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
た
。
同
年
の
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
裁
判
所
判
決
で

二
四
七
五
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あ
るP

eterm
an v. Techalloy C

o.

）
₄₈
（

 

に
お
い
て
も
、
イ
ン
パ
ク
ト
ル
ー
ル
適
用
の
継
続
が
見
ら
れ
た
。

　

こ
の
状
況
に
変
化
が
起
こ
り
イ
ン
パ
ク
ト
ル
ー
ル
適
用
の
柔
軟
化
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
が
、
一
九
八
〇
年
代
中
頃
以
降
で

あ
る
。
こ
れ
を
示
す
例
に
、
一
九
八
六
年
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
裁
判
所
判
決
のA

nderson v. W
.R

. G
race &

 C
o.

）
₄₉
（

 

と
、
同
年
の
合
衆

国
第
五
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
判
決
に
よ
るH

agerty v. L
&

L
 M

arine

）
₅₀
（

が
あ
る
。
前
者
は
、
免
疫
シ
ス
テ
ム
へ
の
損
害
が
あ
れ
ば
そ
の
後
の

疾
病
発
症
が
な
く
て
も
精
神
的
損
害
賠
償
を
認
め
た）
₅₁
（

。
そ
し
て
後
者
は
、
精
神
的
損
害
が
重
大
で
あ
れ
ば
外
観
上
人
身
損
害
が
不
在
で
あ
っ

て
も
、
原
告
が
ガ
ン
発
症
の
恐
怖
か
ら
生
ず
る
精
神
的
損
害
の
賠
償
請
求
を
容
認
し
た）
₅₂
（

。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
細
胞
内
で
の
損
害
を
前
提
と
し

て
イ
ン
パ
ク
ト
ル
ー
ル
が
満
足
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
八
七
年
に
は
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
最
高
裁
判
所
が

A
yers v. Tow

nship of Jackson
）
₅₃
（

で
、
相
当
な
期
間
汚
染
さ
れ
た
水
を
飲
用
し
た
認
識
が
直
接
精
神
的
損
害
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
賠
償
を
認
め
た）
₅₄
（

。
ま
た
、
一
九
八
八
年
のSterling v. V

elsicol

）
₅₅
（

で
、
ガ
ン
発
症
の
恐
怖
が
合
理
的
に
認
識
で
あ
る
場
合
に

限
り
精
神
的
損
害
賠
償
を
認
め
て
い
る）
₅₆
（

。

　

本
判
決
が
示
し
た
合
理
的
に
認
識
で
き
る
と
は
、
精
神
的
苦
痛
が
疾
病
発
生
予
測
と
の
間
に
相
当
な
因
果
関
係
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
単
な
る
疾
病
発
生
の
蓋
然
性
と
は
異
な
る）
₅₇
（

。
ま
た
、
一
九
九
〇
年
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
控
訴
裁
判
所
判
決
のP

otter v. 

F
irestone T

ire and R
ubber C

o. 

）
₅₈
（

は
、
合
理
的
認
識
を
不
要
と
す
る
判
断
を
示
し
た
。
本
判
決
は
、
ガ
ン
発
症
が
合
理
的
に
推
定
さ
れ
な

く
て
も
精
神
的
損
害
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。
本
件
は
、
発
ガ
ン
性
物
質
が
飲
料
用
井
戸
水
を
汚
染
し
た
事
件
で
あ

る
。
こ
の
事
実
か
ら
、
ガ
ン
発
症
の
恐
怖
が
合
理
的
に
推
定
さ
れ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る）
₅₉
（

。

　
（
２
）　

合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
対
応
と
そ
の
後
の
動
向

　

と
こ
ろ
で
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
一
九
九
七
年
のM

etro-N
orth R

.R
.C

o. v. B
uckley

）
₆₀
（

に
お
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
過
失
に
基

二
四
七
六
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づ
く
精
神
的
損
害
へ
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
顕
在
的
な
疾
病
の
症
状
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
た）
₆₁
（

。
本
判
決
は
、
顕
在
的
な
疾
病
の
症

状
が
な
け
れ
ば
、
①
重
要
な
事
件
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
区
別
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
り）
₆₂
（

、
②
無
制
限
か
つ
予
測
不
可
能
な
責
任
を
負
わ
せ

る
こ
と
に
な
り）
₆₃
（

、
③
些
細
な
事
件
が
増
加
す
る
可
能
性
が
あ
る）
₆₄
（

、
と
い
う
理
由
を
示
し
て
精
神
的
損
害
賠
償
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
の
二
〇
〇
三
年
のN

orfolk &
 W

estern R
y. C

o v. A
yers

）
₆₅
（

で
は
逆
の
判
断
を
示
し
た
。
精
神
的
損
害
が
痛
み
と
精
神

的
苦
痛
へ
の
損
害
を
構
成
す
る
と
い
う
理
由
で
そ
の
賠
償
を
認
め
た
の
で
あ
る）
₆₆
（

。
本
件
は
、
元
鉄
道
従
業
員
が
業
務
中
に
ア
ス
ベ
ス
ト
を
吸

引
し
て
、
そ
れ
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
判
決
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
ガ
ン
発
症
の
恐
怖
が
真
正
か
つ
重
大

（genuine and serious
）
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
賠
償
を
認
め
る
基
準
を
示
し
て
い
る）
₆₇
（

。
し
か
し
本
判
決
以
降
、
合
衆
国
下
級
審
裁

判
所
は
、
将
来
の
疾
病
発
症
に
対
す
る
精
神
的
損
害
賠
償
を
否
定
す
る
傾
向
を
示
し
始
め
た
。
ま
ず
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
合
衆
国
地
方
裁
判

所
はIn

 re R
ezulin P

roducts

）
₆₈
（

で
、
細
胞
内
で
の
潜
伏
期
に
あ
る
疾
病
を
損
害
と
せ
ず
、
疾
病
へ
の
精
神
的
損
害
の
賠
償
を
否
定
し
た
。

将
来
疾
病
が
発
症
す
る
こ
と
は
な
い
と
認
定
し
た
上
で）
₆₉
（

、
細
胞
へ
の
損
害
が
完
全
に
推
測
に
過
ぎ
な
い
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る）
₇₀
（

。

　

次
に
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
合
衆
国
地
方
裁
判
所
はP

arker v. B
rush W

ellm
an, Inc.

）
₇₁
（

 

で
、
精
神
的
損
害
賠
償
に
は
生
理
学
上
の
損
害
の
兆

候
を
必
要
と
し）
₇₂
（

、
細
胞
内
の
損
害
は
そ
れ
に
は
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た）
₇₃
（

。
ま
た
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
て
発
症
し
た
場
合
と
、
有
毒
物
質
に

曝
さ
れ
て
将
来
発
症
の
蓋
然
性
が
あ
る
場
合
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る）
₇₄
（

。
合
衆
国
第
六
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、R

ainer 

v. U
nion C

arbide C
orp.

）
₇₅
（

 

で
、
ウ
ラ
ン
濃
縮
施
設
の
従
事
者
が
被
っ
た
細
胞
へ
の
損
害
は
身
体
的
損
害
に
該
当
し
な
い
と
判
定
し
、
細
胞

内
損
害
発
生
に
よ
る
精
神
的
損
害
の
賠
償
を
否
定
し
た）
₇₆
（

。
同
裁
判
所
は
、
こ
の
判
断
に
至
る
過
程
で
次
の
三
点
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
。
第

一
に
、
現
在
の
損
害
賠
償
請
求
が
認
容
さ
れ
る
と
将
来
の
賠
償
を
否
定
す
る
単
一
請
求
ル
ー
ル
（one claim

 rule

）
を
適
用
す
れ
ば
、
将

来
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
そ
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
本
件
請
求
は
将
来
の
身
体
的
損
害
を
前
提
と
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る）
₇₇
（

。
第
二
に
、
精
神
的
損
害
賠
償
請
求
は
推
論
的
で
損
害
額
算
定
が
不
可
能
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た）
₇₈
（

。
そ
し
て
第
三
に
、

二
四
七
七
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二

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
規
模
不
法
行
為
人
身
損
害
の
賠
償

未
発
症
の
疾
病
へ
の
恐
怖
に
対
す
る
精
神
的
損
害
賠
償
を
認
め
れ
ば
訴
え
が
増
加
す
る
の
で
は
な
い
か）
₇₉
（

、
と
い
う
懸
念
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
合
衆
国
下
級
審
裁
判
所
で
示
さ
れ
た
裁
判
例
は
、
い
ず
れ
も
細
胞
へ
の
損
害
を
身
体
的
損
害
と
せ
ず
イ
ン
パ
ク
ト
ル
ー
ル
が
満
た

さ
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
九
八
六
年
のA

nderson 

判
決
の
判
断
方
針）
₈₀
（

が
継
続
し
て
い
る
も
の
の
、
同
判
決
と
は
異
な
り
細
胞
内

損
害
と
い
う
外
観
的
に
明
確
さ
を
欠
く
損
害
を
イ
ン
パ
ク
ト
ル
ー
ル
の
要
件
か
ら
外
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、P

arker 

判
決）
₈₁
（

で
は
、
生
理
学
的
に
損
害
の
兆
候
が
現
れ
た
場
合
に
は
身
体
的
損
害
を
認
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
個
人
の
体
質
に
よ
っ
て
は
身
体
的
損
害
が

認
定
さ
れ
、
最
終
的
に
は
精
神
的
損
害
賠
償
も
可
能
と
な
る
。
従
来
か
ら
未
発
症
の
疾
病
へ
の
精
神
的
損
害
賠
償
は
、
蓋
然
性
の
程
度
が
そ

の
核
心
に
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
は
、
大
規
模
不
法
行
為
、
と
り
わ
け
有
毒
物
質
不
法
行
為
は
疾
病
発
症
の
蓋
然
性
が
高
い

と
す
る
前
提
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
容
易
に
身
体
的
損
害
が
認
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
か
よ
う
な
論
理
を
採
る
こ
と
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る）
₈₂
（

。
ア
ス
ベ
ス
ト
の
事
例
の
み
が
身
体
的
損
害
発
生
を
推
定
し
て
精
神
的
損
害
を
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
疫
学
的
に
発
症

の
蓋
然
性
が
高
い
有
毒
物
質
の
事
案
に
限
り
精
神
的
損
害
賠
償
を
受
け
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

四　

未
発
症
疾
病
発
見
目
的
の
医
療
検
査
費
用
賠
償

　
（
１
）　

医
療
検
査
費
用
賠
償
の
請
求
に
至
る
背
景

　

医
療
検
査
費
用
賠
償
（m

edical m
onitoring dam

ages

）
と
は
、
医
薬
品
や
有
毒
物
質
を
摂
取
ま
た
は
接
触
し
た
者
が
、
疾
病
発
症
の

医
療
検
査
の
た
め
に
要
し
た
経
費
の
補
償
で
あ
る）
₈₃
（

。
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
塡
補
賠
償
お
よ
び
懲
罰
的
賠
償
と
並
び

請
求
さ
れ
る
賠
償
の
類
型
と
な
っ
て
い
る）
₈₄
（

。
医
療
検
査
費
用
は
、
一
九
八
〇
年
代
末
よ
り
損
害
賠
償
の
一
類
型
と
し
て
主
張
さ
れ
は
じ
め
、

大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
に
お
け
る
争
点
と
な
っ
て
き
た）
₈₅
（

。
有
毒
物
質
な
ど
の
摂
取
に
よ
る
疾
病
発
症
を
恐
れ
た
原
告
が
、
そ
の
可
能
性
の
有

二
四
七
八
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三

無
を
検
査
す
る
た
め
の
医
療
検
査
費
用
賠
償
は
、
従
来
の
賠
償
と
は
異
な
る
性
質
を
も
つ
。
そ
れ
は
、
何
ら
疾
病
の
症
状
が
な
い
ま
ま
の
損

害
賠
償
請
求
で
あ
り
、
未
発
症
の
損
害
の
発
生
蓋
然
性
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

医
療
検
査
費
用
の
損
失
が
賠
償
の
対
象
と
な
る
の
か
が
初
め
て
判
断
さ
れ
た
の
が
、
一
九
八
四
年
の
合
衆
国
ワ
シ
ン
ト
ン
地
区
巡
回
区
控

訴
裁
判
所
のF

riends F
or A

ll C
hildren v. L

ockheed A
ircraft C

orp

）
₈₆
（

判
決
で
あ
る
。
本
件
訴
え
は
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
脱
出
の
際
に
飛
行

機
事
故
に
遭
遇
し
て
生
存
し
た
一
四
九
名
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
孤
児
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
。
原
告
は
、
飛
行
機
事
故
に
よ
り
機
内
の
酸
素
濃
度

が
極
端
に
低
下
し
、
脳
に
合
併
症
を
引
き
起
こ
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
主
張
し
て
、
医
療
検
査
費
用
賠
償
を
請
求
し
た）
₈₇
（

。
被
告
で
あ
る

L
ockheed A

ircraft

空
輸
会
社
は
、実
際
に
損
害
が
発
生
し
て
い
な
い
の
で
、原
告
の
請
求
に
は
根
拠
が
な
い
と
抗
弁
し
た
。
同
裁
判
所
は
、

定
期
的
な
診
断
と
検
査
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し）
₈₈
（

、
原
告
が
請
求
す
る
医
療
検
査
費
用
の
賠
償
を
認
め
て
い
る
。

　

本
判
決
の
三
年
後
の
一
九
八
七
年
に
、A

yers v. Jackson T
p.

）
₈₉
（

 

が
出
さ
れ
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
最
高
裁
判
所
は
、
①
有
毒
物
質

に
よ
っ
て
重
度
に
さ
ら
さ
れ）
₉₀
（

、
②
疾
病
発
症
の
危
険
性
が
高
ま
っ
て
お
り）
₉₁
（

、
③
医
療
検
査
が
初
期
診
断
に
有
用
で
あ
り）
₉₂
（

、
④
検
査
が
合
理
的

範
囲
内
で
か
つ
必
要
で
あ
れ
ば）
₉₃
（

、
医
療
検
査
費
用
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
後
の
一
九
九
〇
年
に
な
っ
て
、
医
療
検
査
費
用

賠
償
の
成
立
要
件
が
明
確
に
な
っ
て
き
た
。
合
衆
国
第
四
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
はIn

 re P
aoli R

. R
. Yard P

C
B

 L
itigation

）
₉₄
（

に
お
い
て
、

次
の
医
療
検
査
費
用
賠
償
要
件
を
示
し
た
。
①
被
告
の
過
失
に
よ
り
身
体
に
危
険
な
有
害
物
質
に
重
度
に
さ
ら
さ
れ
、
②
将
来
疾
病
に
か
か

る
危
険
性
が
増
大
し
て
お
り
、
③
そ
の
危
険
性
に
よ
り
医
療
検
査
が
必
要
と
な
っ
て
お
り
、
④
初
期
診
断
に
有
用
な
医
療
検
査
手
法
が
存
在

す
る
場
合
に
、
医
療
検
査
費
用
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る）
₉₅
（

。

　

一
九
九
〇
年
代
後
半
よ
り
医
療
検
査
費
用
賠
償
を
求
め
る
訴
え
が
増
加
し
て
き
た
。
そ
の
多
く
は
州
裁
判
所
に
係
属
し
て
、
医
療
検
査
算

用
賠
償
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
連
邦
裁
判
所
は
そ
の
請
求
を
棄
却
す
る
傾
向
に
あ
っ
た）
₉₆
（

。
一
九
八
〇
年
代
の
連
邦
裁
判
所
が
行
っ

た
判
断
と
の
相
違
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
事
案
が
疫
学
的
に
発
症
蓋
然
的
な
疾
病
を
対
象
と
し
た
か
ら
で
あ
る）
₉₇
（

。
既
に
発
生
し
た
損
害
で
は

二
四
七
九
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な
く
、
将
来
発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
に
、
訴
え
が
棄
却
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
連
邦
裁
判
所
で
は
州
籍

相
違
管
轄
権
を
行
使
す
る
際
に
は
各
州
の
不
法
行
為
法
な
ど
州
実
体
法
に
基
づ
い
て
審
理
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
医
療
検
査
費
用
賠
償
の
全

米
統
一
的
な
要
件
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
根
拠
と
す
る
州
コ
モ
ン
・
ロ
ー
お
よ
び
州
制
定
法
で
構
成
さ
れ
る
州
不
法
行
為
実
体
法
上
で

医
療
検
査
費
用
賠
償
が
是
認
さ
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
連
邦
裁
判
所
の
判
断
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
相
違
を
決
定
づ
け
る
要
素
は
、
医
療
検
査
費
用
を
救
済
と
す
る
の
か
そ
れ
と
も
請
求
原
因
と
し
て
認
め
る
か
で
あ
る
。
救
済
と
す
る

と
、例
え
ば
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
な
ど
従
来
の
不
法
行
為
の
要
件
を
ま
ず
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、医
療
検
査
費
用
を
コ
モ
ン
・

ロ
ー
に
よ
る
不
法
行
為
と
は
独
立
し
た
請
求
原
因
と
し
て
認
め
る
と
、
そ
れ
を
構
成
す
る
要
件
が
示
さ
れ
る
と
賠
償
が
受
け
ら
れ
る
。
多
く

の
州
は
医
療
検
査
費
用
を
独
立
し
た
請
求
原
因
と
し
て
認
め
て
い
な
い
状
況
に
あ
る）
₉₈
（

。
そ
れ
で
は
、
い
か
な
る
理
由
で
か
よ
う
な
状
況
に
至

っ
て
い
る
の
か
。
医
療
検
査
費
用
賠
償
の
要
件
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
検
討
す
る
。

　
（
２
）　

医
療
検
査
費
用
賠
償
が
請
求
原
因
と
な
る
場
合
の
成
立
要
件

①　

有
毒
物
質
と
医
薬
品
へ
の
被
曝
お
よ
び
摂
取
と
有
毒
性
の
要
件

　

医
療
検
査
費
用
損
害
賠
償
の
成
立
要
件
の
ま
ず
第
一
が
、
有
毒
物
質
や
医
薬
品
に
重
度
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
重
度
と
い
う
こ
と

は
、
原
告
が
有
毒
物
質
に
接
触
状
態
に
あ
る
と
と
も
に
医
薬
品
を
日
常
的
に
服
用
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
重
度
を
満
た
す
た
め

の
接
触
が
、
直
接
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
判
例
の
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
有
毒
物
質
に

間
接
的
に
さ
ら
さ
れ
た
者
に
も
、
将
来
の
疾
病
発
症
危
険
性
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
が
あ
る
一
方
で）
₉₉
（

、
直
接
的
に
さ
ら
さ
れ
た
者
の
み
に
限

定
す
る
例
が
散
見
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る）
１００
（

。

　

こ
の
よ
う
に
接
触
の
直
接
性
に
関
す
る
判
例
の
見
解
に
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
多
く
は
重
度
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
の
基
準
を
示
し
て
い
な

二
四
八
〇
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い
の
が
現
状
で
あ
る）
１０１
（

。A
yers

判
決
で
は
、
こ
の
状
態
の
特
定
の
た
め
に
有
毒
物
質
お
よ
び
医
薬
品
の
投
薬
量
と
効
能
の
調
査
を
求
め
て
い

る
に
す
ぎ
な
い）
１０２
（

。
ま
たP

aoli

判
決
で
は
、
原
告
の
さ
ら
さ
れ
た
量
と
居
住
地
域
の
量
と
の
比
較
を
行
い
、
原
告
と
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
市

の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
濃
度
調
査
を
実
施
し
て
そ
の
結
果
が
陪
審
に
説
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る）
１０３
（

。

　

問
題
と
な
る
の
が
医
薬
品
と
有
毒
物
質
と
で
は
証
拠
が
異
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
医
薬
品
の
場
合
に
は
、
特
に
処
方
薬
で
は
処
方
記
録

が
残
っ
て
お
り
投
薬
量
が
明
確
で
直
接
証
拠
が
存
在
す
る
。
有
毒
物
質
の
場
合
に
は
さ
ら
さ
れ
た
量
を
直
接
特
定
す
る
も
の
が
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
量
は
状
況
証
拠
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
有
毒
物
質
に
さ
ら
さ
れ
た
量
を
証
明
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
量
の
特
定
が
行
わ
れ
る
と
、
次
に
物
質
の
性
質
が
有
毒
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
物
質
の
有
毒
性
が
賠
償
の

た
め
の
第
二
の
要
件
と
な
る
。
原
告
は
、
特
定
の
成
分
と
疾
病
と
の
間
の
相
当
な
因
果
関
係
を
示
す
科
学
的
証
拠
の
提
示）
１０４
（

、
す
な
わ
ち
当
該

物
質
が
ま
さ
に
有
毒
で
疾
病
を
発
生
さ
せ
る
も
の
と
な
る
こ
と
の
証
明
が
求
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
有
毒
性
が
人
体
に
影
響
を
与
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
程
度
ま
で
な
の
か）
１０５
（

、
そ
れ
と
も
動
物
実
験
の
段
階
で
足
り
る
の
か）
１０６
（

に
つ
い
て
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。

② 

被
告
の
違
法
行
為
に
よ
る
行
為
に
よ
り
疾
病
発
症
の
重
大
な
危
険
が
存
在
す
る
要
件

　

第
三
の
要
件
と
し
て
、
原
告
の
医
薬
品
や
有
毒
物
質
に
よ
る
接
触
が
被
告
の
違
法
行
為
で
発
生
し
た
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ペ
ン
シ
ル
バ

ニ
ア
州
裁
判
所
で
は
、
被
告
に
過
失
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る）
１０７
（

。
し
か
し
、
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
の
成
立
が
常
に
違
法
行
為
を
推
定
す

る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、
ウ
ェ
ス
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
裁
判
所
で
は
、
損
害
発
生
が
被
告
の
不
法
行
為
と
合
理
的
に
直
接
の
関
連

（reasonably proxim
ate

）
が
考
え
ら
れ
る
場
合
に
医
療
検
査
費
用
賠
償
が
請
求
で
き
る
と
し
て
い
る）
１０８
（

。
し
た
が
っ
て
、
医
療
検
査
費
用

賠
償
で
の
責
任
違
反
の
根
拠
は
未
確
定
な
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
。
不
実
表
示
（m

isrepresentation

）
や
消
費
者
詐
欺
（consum

er 

fraud

）
な
ど
に
よ
り
被
告
の
違
法
行
為
を
推
定
す
る
例
も
存
在
す
る）
１０９
（

。

二
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第
四
の
要
件
は
、
将
来
の
疾
病
が
発
症
す
る
危
険
性
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
潜
在
的
疾
病
に
将
来
的
な
発
症
の
蓋
然
性

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
要
件
を
構
成
す
る
要
素
の
第
一
は
、
被
曝
も
し
く
は
摂
取
し
た
有
毒
物
質
や
医
薬
品
と
疾
病
の
発
症
の

間
に
因
果
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
原
告
は
、
当
該
有
毒
物
質
ま
た
は
医
薬
品
が
全
て
の
摂
取
ま
た
は
被
曝
者
に
害

を
与
え
る
一
般
的
因
果
関
係
（general causation

）
と
、
次
に
そ
の
害
が
原
告
に
及
ん
だ
と
い
う
特
定
因
果
関
係
（specific 

causation

）
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る）
１１０
（

。
し
か
し
、
摂
取
や
被
曝
と
特
定
個
人
の
潜
在
的
疾
病
と
の
特
定
因
果
関
係
の
立
証
は
、
物
証
が

不
在
と
な
る
場
合
に
は
不
可
能
と
な
る
。
そ
の
際
に
は
特
定
因
果
関
係
の
成
立
は
認
め
ら
れ
な
い
。
単
な
る
推
測
の
み
に
基
づ
い
た
も
の
で

は
医
療
検
査
費
用
賠
償
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
る
の
で
あ
る）
１１１
（

。
例
え
ば
、
ア
ス
ベ
ス
ト
が
混
入
し
た
衣
服
を
着
用
す
る
こ
と
と
将
来
ガ
ン
が
発

症
す
る
こ
と
の
因
果
関
係
を
立
証
し
な
か
っ
た
と
し
て
、
医
療
検
査
費
用
損
害
賠
償
の
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
例
が
あ
る）
１１２
（

。

　

第
四
の
要
件
を
構
成
す
る
要
素
の
第
二
が
、
将
来
疾
病
が
発
症
す
る
危
険
が
重
大
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
将
来
疾
病
の
発
症
蓋
然
性

の
程
度
が
高
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
求
め
る
程
度
は
異
な
り
、
三
つ
の
基
準
が
存
在
す
る
。
第
一
は
、
多
く
の

裁
判
所
が
採
用
す
る
も
の
で
、
医
療
検
査
受
診
が
当
然
に
必
要
（reasonably necessary

）
な
程
度
の
基
準
で
あ
る
。
裁
判
所
は
必
要
性

に
つ
い
て
様
々
な
評
価
基
準
を
設
定
し
て
い
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
疾
病
初
期
の
診
断
と
潜
在
的
疾
病
診
断
を
示
し
た
後
に
、
特
に

重
大
に
（significantly

）
危
険
性
を
増
大
さ
せ
て
い
る
証
拠
を
要
求
す
る
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る）
１１３
（

。
こ
れ
は
、﹁
原
告
は
重
い
潜
在
的
疾
病

に
か
か
る
重
大
な
危
険
性
を
増
大
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂）
１１４
（

や
﹁
増
大
し
た
危
険
性
は
重
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
﹂）
１１５
（

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
第
二
は
、
原
告
と
原
告
居
住
地
域
住
民
と
の
比
較
か
ら
決
定
す
る
基
準
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
告
が
有
毒
物

質
に
さ
ら
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
の
危
険
性
と
地
域
住
民
が
被
る
危
険
性
と
の
比
較
で
あ
る）
１１６
（

。
そ
し
て
第
三
は
、
有
毒
物
質
の
摂
取
ま
た
は
さ

ら
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
増
大
し
た
危
険
性
が
存
在
す
る
だ
け
で
医
療
検
査
費
用
賠
償
を
認
め
る
基
準
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
つ
の
基
準
の
う

ち
最
も
賠
償
を
認
め
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
基
準
を
示
す
判
例
は
、
ど
の
よ
う
に
些
細
な
も
の
で
あ
っ
て
も
ガ
ン
発
症
の
危
険
性
の
増

二
四
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大
が
認
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
医
療
検
査
費
用
賠
償
請
求
を
支
持
す
る
と
し
て
い
る）
１１７
（

。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
一
九
八
七
年
に
示
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
第
一
の
も
の
と
比
べ
大
幅
に
緩
和
さ
れ
た
基
準
で
あ
り
、
現
在
に
お
け
る
妥
当
性
は
不
明
で
あ
る
。

③　

医
療
検
査
が
当
然
に
必
要
と
さ
れ
る
要
件

　

第
五
の
要
件
と
な
る
の
が
、
原
告
が
医
療
検
査
を
当
然
に
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
典
型
的
に
は
﹁
現
代
の
科
学
的
法
則

に
よ
れ
ば
提
示
さ
れ
た
医
療
検
査
が
当
然
に
必
要
で
あ
る
﹂）
１１８
（

と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
裁
判
所
で
は
、
こ
の
当
然
に
必

要
な
状
態
の
決
定
の
た
め
、
医
療
検
査
の
有
効
性
を
判
断
し
て
い
る
。
原
告
に
よ
り
請
求
さ
れ
る
医
療
検
査
が
将
来
の
疾
病
の
早
期
発
見
に

な
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
早
期
発
見
可
能
な
医
療
検
査
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
医
療
上
の
効
果
を
否
定
し
、
検
査
費
用
の
賠
償
を
無

駄
で
あ
る
と
判
断
す
る
の
で
あ
る）
１１９
（

。
そ
の
一
方
で
、
そ
の
よ
う
な
医
療
検
査
の
必
要
性
を
前
提
と
せ
ず
、﹁
医
学
が
急
速
に
発
展
す
る
時
代

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
固
定
的
な
要
件
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
る
﹂）
１２０
（

と
述
べ
、
医
療
検
査
費
用
賠
償
を
当
然
に
認
め
る
判
例

も
存
在
す
る
。
医
療
検
査
の
目
的
は
、
将
来
発
症
す
る
か
も
し
れ
な
い
疾
病
を
発
見
し
て
治
療
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
早
期
発
見
が

可
能
な
医
療
検
査
の
存
在
を
求
め
る
判
例
の
多
く
は
、
重
篤
な
疾
病
の
発
見
に
つ
な
が
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る）
１２１
（

。

　

医
療
検
査
の
有
効
性
を
特
定
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
判
例
は
医
療
検
査
が
有
毒
物
質
の
摂
取
や
被
曝
検
査
の
た
め
に
特
有
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
原
告
の
請
求
す
る
医
療
検
査
が
既
往
症
や
別
の
物
質
に
対
す
る
被
曝
の
検
査
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。H

ansen

判
決
で
は
、
有
毒
物
質
に
二
回
さ
ら
さ
れ
た
例
で
あ
っ
た
が
、
初
め
に
さ
ら
さ
れ
た
際
に
受
け
た
医
療

検
査
と
二
回
目
が
同
じ
も
の
で
あ
れ
ば
そ
の
検
査
費
用
の
賠
償
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
て
い
る）
１２２
（

。
そ
こ
で
、
原
告
が
従
来
か

ら
受
け
て
い
る
医
療
検
査
が
、
有
毒
物
質
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
必
要
な
検
査
と
同
様
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
費
用
の
賠
償
は
否
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
喫
煙
常
習
者
の
原
告
で
あ
れ
ば
、
タ
バ
コ
の
有
毒
性
の
推
定
が
前
提
と
さ
れ
、
心
臓
血
管
へ
の
危
険
性
判

二
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定
検
査
や
定
期
的
な
体
力
検
査
の
必
要
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）
１２３
（

。

　

そ
の
他
多
数
の
判
例
は
、
医
療
検
査
の
有
効
性
の
判
定
を
す
る
こ
と
な
し
に
、
原
告
よ
り
提
示
さ
れ
た
医
療
検
査
内
容
が
行
政
や
医
療
機

関
が
推
奨
す
る
検
査
内
容
に
合
致
す
れ
ば
、
医
療
検
査
の
当
然
の
必
要
性
を
認
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
糖
尿
病
治
療
薬
の
レ
ズ
リ
ン

（R
ezulin

）
摂
取
に
か
か
る
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
訴
え
で
は
、﹁
ア
メ
リ
カ
糖
尿
病
学
会
や
ア
メ
リ
カ
臨
床
内
分
泌
学
会
は
、
何
ら
糖
尿

病
患
者
へ
の
治
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
公
表
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
保
健
関
係
の
政
府
機
関
も
医
療
機
関
も
以
前
に
レ
ズ
リ
ン
を
摂
取
し
た
者
へ

の
医
療
検
査
を
推
奨
し
て
い
な
い
﹂）
１２４
（

と
述
べ
て
医
療
検
査
費
用
損
害
賠
償
を
認
め
て
い
な
い
。
ま
た
タ
バ
コ
訴
訟
で
は
、
い
か
な
る
医
療
機

関
や
政
府
機
関
と
も
医
療
検
査
を
推
奨
し
て
い
な
い
と
し
て
、
医
療
検
査
賠
償
を
否
定
し
た
評
決
を
支
持
し
て
い
る）
１２５
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
医
療
機
関
の
推
奨
を
必
要
性
判
断
の
基
準
と
す
る
判
例
の
他
に
、
医
療
機
関
の
推
奨
が
不
在
で
あ
っ
て
も
﹁
健
康
状
態
の

情
報
を
求
め
た
い
と
す
る
原
告
の
主
観
的
な
必
要
性
に
基
づ
い
て
﹂）
１２６
（

、
当
然
の
必
要
性
を
決
定
す
る
少
数
の
判
例
も
存
在
す
る
。
い
ず
れ
の

立
場
を
と
る
に
せ
よ
、
当
然
の
必
要
性
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
医
療
検
査
の
妥
当
性
が
決
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、

医
療
検
査
に
か
か
る
有
効
性
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
当
事
者
の
健
康
へ
の
意
識
を
妨
げ
る
危
険
性
に
十
分
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

医
療
検
査
費
用
賠
償
の
要
件
は
、
一
九
八
七
年
のA

yers
判
決
と
、
一
九
九
〇
年
のP

aoli 

判
決
に
お
い
て
示
さ
れ
た
要
件
を
基
礎
と
し

て
、
そ
の
内
容
を
詳
細
に
発
展
さ
せ
て
き
た
。
損
害
が
未
発
生
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
療
検
査
を
請
求
の
原
因
と
し
て
そ
の
要
件
を

確
定
し
よ
う
と
し
て
き
た
傾
向
は
、
一
九
八
七
年
と
一
九
九
〇
年
の
判
決
が
端
緒
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
医
療
検
査
費
用
を
請
求
の
原
因

と
し
て
構
成
す
る
場
合
、
五
つ
の
要
件
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
に
お
い
て
解
釈
基
準
が
対
立
し
て
い
た
。
こ
の
複
雑
さ
が
多

く
の
州
で
医
療
検
査
賠
償
を
請
求
の
原
因
と
し
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
医
療
検
査
を
請
求
の
原
因
と
せ
ず
、
過

失
に
よ
る
不
法
行
為
な
ど
従
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
請
求
原
因
に
基
づ
い
て
救
済
と
し
て
請
求
し
た
場
合
に
は
い
か
な
る
状
況
と
な
っ
て
い

二
四
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る
の
か
、
関
連
す
る
問
題
を
含
め
て
次
に
検
討
す
る
。

　
（
３
）　

医
療
検
査
費
用
賠
償
の
位
置
づ
け
と
関
連
す
る
問
題

　

多
く
の
裁
判
所
は
医
療
検
査
費
用
賠
償
を
独
立
し
た
請
求
原
因
と
し
て
で
は
な
く
、
救
済
の
一
形
態
と
し
て
と
ら
え
て
き
た
。
例
え
ば

P
otter

判
決
は
、﹁
被
告
の
行
為
が
医
療
検
査
の
必
要
性
を
発
生
さ
せ
て
い
る
と
認
識
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
新
し
い
不
法
行
為
の
類
型

を
創
る
も
の
で
は
な
い
。
従
来
の
不
法
行
為
の
下
で
責
任
が
確
定
し
た
場
合
に
、
損
害
の
一
賠
償
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
﹂）
１２７
（

と
、
述

べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
救
済
と
さ
れ
る
理
由
は
、
あ
く
ま
で
も
被
告
の
行
為
に
よ
り
直
接
の
結
果
（proxim

ate consequence

）
が

将
来
の
医
療
費
支
出
を
発
生
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）
１２８
（

。
直
接
の
結
果
と
い
う
表
現
か
ら
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
で

の
因
果
関
係
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

医
療
検
査
費
用
を
医
療
費
の
一
部
と
し
て
と
ら
え
、
不
法
行
為
の
救
済
と
し
て
損
害
賠
償
に
組
込
む
の
で
あ
れ
ば
、
原
告
は
請
求
の
原
因

と
な
る
不
法
行
為
の
成
立
要
件
を
ま
ず
立
証
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
で
、
前
述
し
た
医
療
検
査
費
用
賠
償
の
要
件
を
立
証
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
、
医
療
検
査
費
用
を
新
し
い
請
求
原
因
と
位
置
づ
け
れ
ば
、
そ
の
要
件
を
立
証
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
損
害
が
既
に
身
体
に
発
生
し
て
い
る
（physical injury

）
こ
と
を
要
求
す
る
裁
判
例
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ベ
リ
リ
ウ
ム
被
害

に
よ
る
医
療
検
査
費
用
の
賠
償
請
求
を
判
断
し
たP

arker v. B
rush W

ellm
an Inc.

）
１２９
（

 

で
は
、
原
告
は
現
に
人
身
損
害
を
発
生
さ
せ
て
い
な

い
と
し
て
、
そ
の
賠
償
請
求
を
棄
却
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
既
に
発
生
し
た
身
体
的
損
害
を
医
療
検
査
費
用
賠
償
の
前
提
と
す
る
傾
向
は
、

二
一
世
紀
に
入
っ
て
強
化
さ
れ
て
い
る）
１３０
（

。
こ
の
傾
向
を
示
す
裁
判
例
は
、
い
ず
れ
も
従
来
か
ら
医
療
検
査
費
用
賠
償
を
救
済
の
一
類
型
と
し

て
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
人
身
損
害
の
発
生
を
前
提
に
そ
れ
を
認
め
て
き
た
裁
判
所
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
将
来
発
症
の
疾
病
へ
の
恐
怖

に
対
す
る
精
神
的
損
害
賠
償
と
同
じ
く
、一
部
の
州
に
お
い
て
は
未
発
生
の
損
害
で
あ
れ
ば
そ
の
賠
償
を
認
め
な
い
傾
向
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

二
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メ
リ
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法
行
為
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身
損
害
の
賠
償

こ
れ
ら
の
州
で
は
精
神
的
損
害
賠
償
の
み
な
ら
ず
医
療
検
査
費
用
賠
償
に
お
い
て
も
、
医
療
検
査
費
用
を
原
告
が
立
て
替
え
て
お
き
、
そ
し

て
将
来
疾
病
が
発
症
し
た
場
合
に
限
り
被
告
か
ら
償
還
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
疾
病
の
潜
伏
期
間
は
未
定
で
あ
る
。
将
来
損
害

が
発
生
し
た
と
し
て
も
、
被
告
が
不
法
行
為
債
務
を
履
行
で
き
る
経
済
状
態
か
は
不
明
で
あ
る
。
破
産
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
財
団
を
設
立
し
て
償
還
に
対
応
す
る
こ
と
が
あ
る）
１３１
（

。
薬
害
お
よ
び
有
毒
物
質
被
害
に
よ
る
大
規
模
不
法
行
為
の
場
合

に
は
損
害
の
潜
伏
性
が
あ
り
、
こ
れ
が
医
療
検
査
費
用
賠
償
を
受
け
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
当
該
賠
償
は
損
害
概
念

を
変
化
さ
せ
て
お
り
、
ひ
い
て
は
権
利
義
務
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
立
法
的
対
応
の
必
要
性
も
説
か
れ
て
い
る）
１３２
（

。

五　

大
規
模
不
法
行
為
と
懲
罰
的
賠
償

　
（
１
）　

懲
罰
的
賠
償
の
目
的
と
根
拠

　

ア
メ
リ
カ
の
ほ
と
ん
ど
の
州
で
は
、
特
定
の
場
合
に
州
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
い
て
懲
罰
的
賠
償
（punitive dam

ages

）
を
認
め
て
き

た
）
１３３
（

。
そ
の
額
は
、
原
則
的
に
は
民
事
陪
審
で
決
定
さ
れ
る
。
懲
罰
的
賠
償
は
、
塡
補
賠
償
に
加
え
て
金
銭
が
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従

来
は
、
不
法
行
為
者
が
社
会
的
義
務
を
無
視
し
て
違
法
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
意
思
で
あ
る
害
意
（m

alice

）
を
も
っ
て
、
重
大
な
違
法
行

為
を
行
っ
た
場
合
に
認
め
ら
れ
た
賠
償
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た）
１３４
（

。
ま
た
、
懲
罰
的
賠
償
を
自
動
的
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
の
不
法
行

為
は
な
い
。
原
告
が
被
告
の
違
法
行
為
に
よ
り
損
害
を
受
け
、
少
な
く
と
も
名
目
的
賠
償
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
懲
罰
的

賠
償
が
認
め
ら
れ
る）
１３５
（

。
懲
罰
的
賠
償
の
目
的
は
、
違
法
行
為
に
対
す
る
懲
罰
の
み
な
ら
ず
抑
止
を
も
目
的
と
す
る
。
塡
補
賠
償
に
加
え
て
懲

罰
的
賠
償
金
の
支
払
い
を
命
ず
る
こ
と
で
、
違
法
行
為
が
反
復
さ
れ
る
こ
と
を
抑
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
経
済
的
視
点
か
ら
は
、

被
告
が
原
告
の
損
害
に
対
し
て
塡
補
賠
償
で
損
害
の
穴
埋
め
を
行
っ
た
と
し
て
も
違
法
行
為
に
よ
り
不
当
な
利
益
を
得
る
こ
と
も
あ
り
、
そ

二
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の
抑
止
の
た
め
に
懲
罰
的
賠
償
が
必
要
と
さ
れ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る）
１３６
（

。

　

懲
罰
的
賠
償
は
、
損
害
の
加
害
者
で
あ
る
被
告
の
行
為
が
﹁
合
法
な
行
為
か
ら
極
端
に
逸
脱
し
て
い
る
﹂）
１３７
（

場
合
に
、
被
告
の
害
意
と
い
う

意
思
の
状
態
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
害
意
に
関
し
て
判
例
は
、
損
害
発
生
の
故
意
を
要
求
す
る
も
の
と）
１３８
（

、
被
告
が
単
に
危
険
を
意
識
的

に
無
視
し
て
無
謀
な
行
為
を
行
う
だ
け
で
そ
れ
を
推
定
す
る
も
の
に
分
か
れ
て
い
る）
１３９
（

。
さ
ら
に
、
故
意
に
よ
ら
な
い
が
非
難
に
値
す
る
行
為

や
他
者
の
危
険
に
対
し
て
目
に
あ
ま
る
程
の
無
関
心
な
行
為
の
場
合
に
も
、
懲
罰
的
賠
償
金
の
支
払
を
命
じ
た
例
が
あ
る）
１４０
（

。
被
告
の
権
限
の

濫
用
や
原
告
と
の
関
係
か
ら
も
懲
罰
的
賠
償
が
認
め
ら
れ
て
い
る）
１４１
（

。

　

こ
の
よ
う
に
懲
罰
的
賠
償
の
根
拠
は
多
岐
に
わ
た
る
。
た
だ
し
、
損
害
発
生
の
故
意
を
も
た
な
く
て
も
、
被
告
が
故
意
に
相
当
な
危
険
を

冒
す
行
為
に
関
わ
る
場
合
に
、
裁
判
所
が
懲
罰
的
賠
償
を
認
め
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る）
１４２
（

。
ま
た
、
懲
罰
的
賠
償
を
認
め
る
目
的

が
不
法
行
為
の
抑
止
に
の
み
重
点
を
置
く
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
賠
償
は
懲
罰
の
意
図
を
も
つ
こ
と
が
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
被

告
の
害
意
は
必
要
と
さ
れ
な
い）
１４３
（

。

　

懲
罰
的
賠
償
の
具
体
的
事
例
の
中
に
は
、
故
意
に
よ
る
不
法
行
為
に
該
当
す
る
暴
行
や
詐
欺
が
あ
る
。
こ
れ
は
損
害
発
生
を
認
識
し
て
行

為
し
た
こ
と
に
対
す
る
罰
と
し
て
懲
罰
的
賠
償
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の
信
頼
関
係
を
前
提
と
す
る
信
認
義
務
（fiduciary 

duty

）
の
違
反
に
つ
い
て
も
同
様
と
い
え
る）
１４４
（

。
反
復
さ
れ
る
不
法
行
為
や
故
意
に
よ
る
環
境
破
壊
に
対
し
て
は
、
当
該
行
為
の
懲
罰
と
抑
止

の
両
者
を
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
懲
罰
的
賠
償
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
薬
害
な
ど
の
製
造
物
責
任
に
つ
い

て
は
い
ず
れ
の
目
的
の
た
め
に
懲
罰
賠
償
を
認
め
る
も
の
な
の
か
不
明
で
あ
る
。
単
な
る
過
失
で
あ
れ
ば
い
ず
れ
の
目
的
も
不
要
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
避
妊
器
具
のD

alkon Shield

が
女
性
の
身
体
に
悪
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を

販
売
す
る
利
益
の
方
が
塡
補
賠
償
を
支
払
う
よ
り
も
多
い
と
期
待
し
た
製
造
者
のA

. H
. R

obins

社
は
、
懲
罰
的
賠
償
金
の
支
払
い
を
命

じ
ら
れ
て
い
る
。
健
康
被
害
可
能
性
の
情
報
を
非
開
示
に
し
た
こ
と
が
、
故
意
の
不
法
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る）
１４５
（

。
本
件
で
は
、

二
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害
意
に
よ
る
違
法
行
為
の
罰
と
し
て
懲
罰
的
賠
償
が
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
違
法
行
為
の
抑
止
は
副
次
的
と
推
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
明
確
な
害
意
が
不
存
在
で
あ
っ
て
も
懲
罰
的
賠
償
を
裁
判
所
が
認
め
て
き
た
経
緯
を
考
慮
す
れ
ば
、
違
法
行
為
の

抑
止
目
的
を
重
点
に
置
い
た
と
し
て
も
こ
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
懲
罰
的
賠
償
と
い
う
経
済
的
な
被
害
者
へ
の
加
重
負
担
の
要
求
を
、
被
告
の
行
為
が
懲
罰
に
値
す
る
も
の
か
ま
た
は
抑
止
の
必

要
性
が
あ
る
の
か
の
い
ず
れ
か
に
基
づ
い
て
決
定
す
べ
き
と
い
う
指
摘）
１４６
（

は
妥
当
で
あ
ろ
う
。個
人
に
よ
る
暴
行
や
強
迫
な
ど
の
不
法
行
為
と
、

営
利
活
動
を
目
的
と
す
る
企
業
に
よ
る
大
規
模
に
損
害
を
発
生
さ
せ
る
場
合
と
で
は
、
そ
の
対
応
と
し
て
の
懲
罰
的
賠
償
の
目
的
が
異
な

る
。
前
者
の
場
合
に
は
、
被
告
の
行
為
へ
の
制
裁
そ
の
も
の
に
懲
罰
的
賠
償
の
目
的
が
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
企
業
が
有
毒
物
質
等
で

他
者
に
損
害
を
与
え
る
行
為
の
抑
止
に
そ
の
目
的
を
見
出
せ
る
。
第
二
次
不
法
行
為
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
懲
罰
的
賠
償
の
目
的
を
害
意

な
ど
の
主
観
的
要
素
に
求
め
て
い
な
い
。
著
し
く
常
軌
を
逸
し
た
（outrageous

）
行
為
を
罰
し
同
様
な
行
為
の
抑
止
と
い
う
客
観
的
要
素

に
基
づ
い
た
目
的
を
示
し
て
い
る）
１４７
（

。
大
規
模
な
不
法
行
為
が
著
し
く
常
軌
を
逸
し
た
行
為
で
あ
り
、
そ
の
抑
止
を
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
れ
ば
、
過
失
に
よ
る
大
規
模
不
法
行
為
で
あ
っ
て
も
そ
の
被
害
者
は
懲
罰
的
賠
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
２
）　

懲
罰
的
賠
償
額
の
算
定
と
関
連
す
る
問
題

　

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
下
で
は
、
懲
罰
的
賠
償
は
賠
償
総
額
に
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
の
算
定
の
客
観
的
基
準
も
存
在

し
な
か
っ
た）
１４８
（

。
た
だ
し
、
裁
判
所
は
次
の
懲
罰
的
賠
償
額
を
算
定
す
る
要
素
を
示
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
①
被
告
の
違
法
行
為
に
よ
る
責

任
の
程
度
、
②
被
告
の
財
産
額
、
③
違
法
行
為
に
よ
る
利
益
、
④
裁
判
費
用
、
⑤
被
告
へ
の
全
民
事
お
よ
び
刑
事
制
裁
の
総
計
、
⑥
被
告
の

違
法
行
為
に
よ
り
発
生
も
し
く
は
発
生
可
能
性
（potentially

）
の
あ
る
損
害
と
原
告
が
被
っ
た
損
失
の
比
で
あ
る）
１４９
（

。

　

被
告
の
財
産
額
で
あ
る
②
は
、
懲
罰
的
賠
償
額
を
決
定
す
る
際
の
重
要
な
考
慮
要
素
と
な
っ
て
い
る）
１５０
（

。
何
故
な
ら
、
そ
の
額
が
懲
罰
的
賠

二
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償
の
効
果
に
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
賠
償
額
が
過
多
で
あ
れ
ば
、
被
告
を
破
産
に
追
い
込
む
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る）
１５１
（

。
ま
た
、
暴
行

な
ど
の
事
例
で
は
、
少
額
の
懲
罰
的
賠
償
で
あ
れ
ば
裕
福
な
被
告
の
懲
罰
と
違
法
行
為
の
抑
止
効
果
は
薄
い
こ
と
に
な
る
。

　

企
業
が
有
毒
物
質
や
瑕
疵
あ
る
製
造
物
を
市
場
に
流
通
さ
せ
た
場
合
に
は
、
行
為
の
制
裁
で
は
な
く
再
発
防
止
の
た
め
の
抑
止
が
懲
罰
的

賠
償
の
主
た
る
目
的
と
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
懲
罰
的
賠
償
額
の
算
定
に
際
し
て
、
企
業
の
違
法
行
為
に
よ
る
責
任
の
程

度
は
重
要
な
要
素
と
は
な
ら
な
い
。
抑
止
効
果
を
求
め
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
抑
止
を
実
行
さ
せ
る
要
因
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
、金
銭
の
負
担
感
こ
そ
が
懲
罰
的
賠
償
額
を
決
定
す
る
上
で
重
要
と
な
る
。
環
境
破
壊
な
ど
の
大
規
模
不
法
行
為
の
場
合
を
想
定
す
れ
ば
、

仮
に
将
来
発
生
す
る
蓋
然
性
の
あ
る
損
害
額
を
も
塡
補
賠
償
と
し
て
全
て
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
賠
償
額
は
多
額
に
の
ぼ
る
た
め
に
十
分
な

抑
止
効
果
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
塡
補
賠
償
が
多
額
で
あ
れ
ば
こ
れ
に
よ
り
懲
罰
的
賠
償
の
効
果
が
代
替
さ
せ
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う）
１５２
（

。
し
た
が
っ
て
、
大
規
模
不
法
行
為
で
は
懲
罰
的
賠
償
が
必
要
で
あ
る
の
か
疑
問
と
な
る
。

　

損
害
と
原
告
の
損
失
と
の
間
の
比
に
言
及
し
た
⑥
は
、
既
に
発
生
し
た
損
害
の
み
な
ら
ず
発
生
可
能
性
を
も
考
慮
し
た
損
害
が
懲
罰
的
賠

償
額
の
基
準
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
損
害
の
発
生
可
能
性
と
は
未
発
生
の
損
害
で
あ
る
。
懲
罰
的
賠
償
は
塡
補
賠
償
と
は
異
な
り
将
来

に
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
損
害
を
も
算
定
の
根
拠
と
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
被
告
が
原
告
の
頭
を
狙
っ
て
銃
を
発
射
し
た
と
こ
ろ
、

五
〇
ド
ル
の
メ
ガ
ネ
に
当
た
り
そ
れ
を
壊
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
既
に
発
生
し
た
損
害
が
低
額
な
の
で
制
裁
の
み
な
ら
ず
抑
止
も

期
待
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
現
実
に
発
生
し
た
損
害
が
低
額
の
場
合
に
は
、
被
告
の
違
法
行
為
か
ら
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
損
害
を

懲
罰
的
賠
償
額
に
含
め
る
こ
と
に
な
る）
１５３
（

。
そ
こ
で
、
将
来
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
頭
へ
の
損
害
も
懲
罰
的
賠
償
額
の
決
定
要
素
と
な
る
。

　
（
３
）　

懲
罰
的
賠
償
へ
の
憲
法
と
制
定
法
上
の
制
限

　

懲
罰
的
賠
償
は
民
事
上
の
損
害
賠
償
で
あ
る
の
で
、
刑
事
上
の
二
重
起
訴
の
禁
止
（double jeopardy

）
ル
ー
ル
は
適
用
さ
れ
な
い）
１５４
（

。

二
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し
か
し
、
実
際
被
っ
た
損
害
よ
り
も
受
け
る
額
が
多
く
な
る
懲
罰
的
賠
償
は
憲
法
の
視
点
か
ら
問
題
が
提
示
さ
れ
る
。
合
衆
国
最
高
裁
判
所

は
、
合
衆
国
憲
法
上
の
適
正
手
続
（D

ue P
rocess

）
）
１５５
（

か
ら
懲
罰
的
賠
償
決
定
の
た
め
の
考
慮
事
項
と
し
て
次
の
二
点
を
示
し
て
き
た
。
す

な
わ
ち
、
①
賠
償
額
を
決
定
す
る
陪
審
に
、
懲
罰
的
賠
償
の
目
的
に
は
懲
罰
と
抑
止
が
あ
る
と
と
も
に
、
必
ず
し
も
懲
罰
的
賠
償
を
認
め
る

必
要
が
な
い
こ
と
も
説
示
す
る
こ
と）
１５６
（

、
②
裁
判
所
は
口
頭
弁
論
後
に
懲
罰
的
賠
償
額
の
適
正
さ
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

る
）
１５７
（

。

　

特
に
②
に
関
し
て
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
過
多
の
賠
償
額
を
適
正
手
続
違
反
で
あ
る
と
示
し
て
き
た
。
一
九
九
六
年
のB

M
W

 of 

N
orth A

m
erica v. G

ore

）
１５８
（

で
、
懲
罰
的
賠
償
額
の
極
端
な
過
多
を
理
由
と
し
て
適
正
手
続
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
本
件
は
、

被
上
告
人
のG

ore

が
上
告
人
のB

M
W

 of N
orth A

m
erica

か
ら
新
車
を
購
入
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
当
該
車
は
、
被
上
告
人
に
売

却
さ
れ
る
前
に
、
酸
性
雨
に
よ
り
車
体
が
損
傷
し
た
の
で
塗
装
し
直
し
て
い
た
。
上
告
人
は
、
こ
の
事
実
を
開
示
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
を
新

車
と
し
て
売
却
し
た）
１５９
（

。
塗
装
し
直
し
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
車
の
小
売
価
格
が
四
〇
〇
〇
ド
ル
下
落
し
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
た
。
陪
審
に

よ
る
評
決
は
、
消
費
者
詐
欺
を
理
由
に
四
〇
〇
万
ド
ル
の
懲
罰
的
賠
償
を
認
め
た
。
後
に
ア
ラ
バ
マ
州
最
高
裁
判
所
は
二
〇
〇
万
ド
ル
ま
で

減
額
し
た）
１６０
（

。
本
判
決
は
、こ
の
懲
罰
的
賠
償
額
を
過
多
で
適
正
手
続
に
違
反
す
る
と
い
う
理
由
で
破
棄
し
た）
１６１
（

。
ま
ず
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、

懲
罰
的
賠
償
が
不
法
行
為
者
の
態
度
を
変
え
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
本
件
の
懲
罰
的
賠
償
額
は
そ
の
よ
う
な
効
果
を
発
生
さ

せ
る
た
め
に
必
要
な
額
を
超
え
て
い
る
と
述
べ
た）
１６２
（

。
次
に
、
被
告
が
制
裁
に
つ
い
て
の
公
正
な
告
知
を
受
け
て
い
な
い
の
で
懲
罰
が
科
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
と
結
論
づ
け
た）
１６３
（

。
そ
の
際
に
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
従
来
と
は
異
な
る
三
点
の
懲
罰
的
賠
償
額
決
定
の
考
慮
要
素
を
示
し

た
。
ま
ず
第
一
に
、
車
の
損
傷
に
関
す
る
不
開
示
の
非
難
の
程
度
で
あ
る
。
第
二
に
、
被
上
告
人
が
受
け
ま
た
は
受
け
る
可
能
性
の
あ
る
全

損
害
と
、
懲
罰
的
賠
償
額
と
の
不
均
衡
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
他
の
民
事
上
の
制
裁
と
懲
罰
的
賠
償
の
間
で
の
金
額
の
相
違
で
あ
る）
１６４
（

。

本
判
決
は
、
懲
罰
的
賠
償
と
事
実
不
開
示
に
か
か
る
制
定
法
上
の
罰
金
と
を
比
較
し
た
上
で
、
懲
罰
的
賠
償
額
を
多
額
と
認
定
し
て
合
衆
国

二
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憲
法
修
正
一
四
条
の
適
正
手
続
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る）
１６５
（

。

　

不
法
行
為
責
任
等
に
関
す
る
不
法
行
為
制
度
改
革
（torts reform

）
は
多
く
の
州
で
行
わ
れ
て
い
る
。
懲
罰
的
賠
償
額
の
制
限
も
そ
の

う
ち
の
一
つ
で
あ
る）
１６６
（

。
既
に
特
定
の
事
案
に
限
り
、
懲
罰
的
賠
償
を
認
め
る
制
定
法
が
存
在
し
て
い
た）
１６７
（

。
こ
の
不
法
行
為
制
度
改
革
の
目
的

は
、
懲
罰
的
賠
償
額
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
。
連
邦
法
で
は
、
連
邦
雇
用
関
係
法
が
故
意
に
よ
る
雇
用
差
別
を
し
た
雇
用
者
に
は
、
財
産

額
に
か
か
わ
ら
ず
、
雇
用
す
る
被
雇
用
者
の
数
に
応
じ
た
懲
罰
的
賠
償
額
を
負
わ
せ
て
い
る）
１６８
（

。
州
法
は
各
々
異
な
る
。
そ
の
内
で
、
ま
ず
塡

補
賠
償
額
に
一
定
の
倍
数
を
掛
け
た
も
の
を
懲
罰
的
賠
償
の
最
高
額
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
コ
ロ
ラ
ド
州
で
は
塡
補
賠
償

額
を
超
え
な
い
額
と
し）
１６９
（

、
フ
ロ
リ
ダ
州
で
は
塡
補
賠
償
額
の
三
倍
ま
で
の
制
限
を
設
定
し
て
い
る）
１７０
（

。
ま
た
、
カ
ン
ザ
ス
州
は
過
去
五
年
間
の

年
収
ま
た
は
五
〇
〇
万
ド
ル
の
う
ち
少
額
の
方
を
懲
罰
的
賠
償
の
最
高
額
と
し
て
、
一
定
金
額
で
制
限
を
行
っ
て
い
る）
１７１
（

。
さ
ら
に
、
ニ
ュ
ー

ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
の
よ
う
に
、
塡
補
賠
償
額
の
倍
数
制
限
と
一
定
金
額
制
限
の
併
用
を
行
う
州
も
あ
る）
１７２
（

。
概
括
的
で
は
あ
る
が
、
州
法
上
の
賠

償
額
の
制
限
を
類
型
化
す
る
と
、
①
塡
補
賠
償
額
の
倍
数
で
制
限
す
る
方
法
、
②
被
告
の
税
引
年
収
に
よ
り
制
限
す
る
方
法
、
③
特
定
の
上

限
金
額
に
よ
る
制
限
す
る
方
法
、
④
塡
補
賠
償
額
の
倍
数
ま
た
は
特
定
の
上
限
金
額
の
併
用
方
法
が
あ
る）
１７３
（

。

　

過
大
な
懲
罰
的
賠
償
は
被
告
を
破
産
に
追
い
込
み
、不
法
行
為
損
害
賠
償
債
務
の
履
行
を
確
保
で
き
な
く
さ
せ
る
効
果
を
生
む）
１７４
（

。
そ
こ
で
、

懲
罰
的
賠
償
額
に
制
限
を
設
け
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
の
利
点
と
な
る
。
し
か
し
、
懲
罰
的
賠
償
の
問
題
は
高
額
化
で
は
な
く
、

低
額
な
賠
償
に
よ
る
効
果
に
あ
る
。
低
額
化
に
よ
っ
て
、
無
駄
な
懲
罰
的
賠
償
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
不
法
行
為
へ
の
懲
罰
と
抑
止
効
果
が

失
わ
れ
る
効
果
も
生
む
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
当
該
賠
償
の
目
的
が
懲
罰
お
よ
び
違
法
行
為
の
抑
止
で
あ
れ
ば
、
賠
償
と
し
て
原

告
に
金
銭
を
与
え
る
こ
と
自
体
が
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
の
懸
念
に
つ
き
、
あ
る
複
数
の
州
で
は
懲
罰
的
賠
償
の
一
部
を
州

ま
た
は
基
金
に
入
れ
る
立
法
を
行
っ
て
い
る）
１７５
（

。
こ
の
よ
う
に
、
懲
罰
的
賠
償
は
州
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
、
合
衆
国
憲
法
上
の
制
限
と
州

法
上
の
制
限
を
課
せ
ら
れ
、
従
来
の
目
的
に
回
帰
し
な
が
ら
修
正
が
加
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。

二
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（
４
）　

大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
に
お
け
る
懲
罰
的
賠
償
の
意
義
と
問
題

　

大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
の
嚆
矢
と
な
っ
た
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟
で
は
、
当
初
懲
罰
的
賠
償
を
認
め
な
い
判
決
が
出
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
一

九
八
五
年
のJackson v. Johns-M

anville Sales C
orp.

）
１７６
（

 

で
あ
る
。
本
判
決
は
、
原
告
が
高
額
の
懲
罰
的
賠
償
を
得
れ
ば
、
被
告
の
財
政

状
況
は
悪
化
し
て
将
来
の
極
め
て
多
く
の
原
告
が
塡
補
賠
償
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
述
べ
て
、
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟
で
は
懲
罰
的
賠

償
が
政
策
的
に
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
た）
１７７
（

。

　

し
か
し
、
同
年
のW

ilson v. Johnw
s-M

anville Sales C
orp.

）
１７８
（

 

は
、
懲
罰
的
賠
償
を
明
確
に
否
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
本
判
決

は
、
テ
キ
サ
ス
州
連
邦
地
方
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
に
関
す
る
一
五
〇
事
件
の
う
ち
五
〇
を
、
事
実
審
理
手
続
の
併
合

を
す
る
こ
と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
こ
の
判
断
を
行
う
に
あ
た
り
、
懲
罰
的
賠
償
額
の
決
定
要
素
に
言
及
し
た
。
そ
し
て
、
①

違
法
性
の
性
質
、
②
違
法
行
為
の
性
質
、
③
不
法
行
為
者
の
非
難
程
度
、
④
関
係
す
る
当
事
者
の
状
況
、
⑤
行
為
に
よ
る
公
共
の
正
義
へ
の

違
反
程
度
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る）
１７９
（

。
ま
た
、
同
年
のJenkins v. R

aym
ark Industries, Inc.

）
１８０
（

 

は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
へ

の
懲
罰
的
賠
償
を
以
下
の
理
由
で
認
め
た
。
不
合
理
に
危
険
な
製
品
で
あ
る
こ
と
の
警
告
を
怠
り
、
製
品
の
最
終
的
な
使
用
者
を
意
識
的
に

無
視
し
た
こ
と
が
懲
罰
的
賠
償
を
認
め
る
重
大
な
過
失
に
該
当
す
る
と
し
た
の
で
あ
る）
１８１
（

。
そ
の
後
のC

im
ino v. R

aym
ark Industries, 

Inc.

）
１８２
（

 

で
は
、
実
損
害
の
三
倍
を
懲
罰
的
賠
償
と
算
定
し
た
原
審
の
陪
審
に
よ
る
評
決
を
、
州
法
の
求
め
る
責
任
を
明
ら
か
に
し
た
証
拠
に
基

づ
い
て
い
る
の
で
妥
当
で
あ
る
と
示
し
た）
１８３
（

。
ア
ス
ベ
ス
ト
の
事
例
を
見
る
限
り
、
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
の
特
質
に
着
目
し
て
懲
罰
的
賠
償
を
認

め
た
も
の
で
は
な
い
。
懲
罰
的
賠
償
の
成
立
要
件
の
み
に
し
た
が
っ
た
判
断
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
タ
バ
コ
の
事
例
に
お
い
て
も
大
規
模
不
法
行
為
と
懲
罰
的
賠
償
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
一
九
九
五
年
のC

astano v. 

A
m

erican Tobacco C
om

pany

）
１８４
（

は
、
喫
煙
者
が
懲
罰
的
賠
償
を
含
ん
だ
損
害
賠
償
を
求
め
て
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
提
起
し
た
も
の
で

あ
る
。
本
判
決
は
、
州
法
に
よ
り
懲
罰
的
賠
償
認
定
の
基
準
が
相
違
す
る
も
の
の
、
ク
ラ
ス
構
成
員
に
当
該
賠
償
が
共
通
で
あ
る
と
し
て
、

二
四
九
二
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六
四
巻
七
号�

四
六
七

ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
認
容
し
た）
１８５
（

。
し
か
し
、
喫
煙
と
懲
罰
的
賠
償
の
関
係
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

　

石
油
精
製
に
関
連
し
た
環
境
破
壊
に
関
わ
る
大
規
模
不
法
行
為
事
例
に
、
一
九
九
二
年
のW

atoson v. Shell O
il C

o.

）
１８６
（

 

が
あ
る
。
本
件

は
石
油
精
製
所
の
爆
発
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
が
な
さ
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
。
本
判
決
で
は
、
懲
罰
的
賠
償
の
目
的
を
甚
だ
し
い

（egregious
）
違
法
行
為
を
罰
し
、
将
来
か
よ
う
な
行
為
を
行
う
こ
と
を
抑
止
す
る
こ
と
で
あ
る
と
と
ら
え
た）
１８７
（

。
し
か
し
、
甚
だ
し
さ
と
本

件
爆
発
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
な
く
、
大
規
模
不
法
行
為
の
性
質
と
り
わ
け
環
境
破
壊
か
ら
懲
罰
賠
償
を
命
じ
る
理
由
は
導

き
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
同
様
な
事
件
に
は
、
二
〇
〇
一
年
のIn

 re N
ew

 O
rleans T

rain C
ar L

eakage F
ire L

itigation

）
１８８
（

が
あ
る
。
本
件
は
、
鉄
道
の
石
油
タ
ン
ク
車
両
か
ら
石
油
が
漏
れ
出
し
て
火
事
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
に
つ
き
損
害
賠
償
を
求
め
た
も
の
で

あ
っ
た
。
本
判
決
は
、
懲
罰
的
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
理
由
に
行
為
の
無
謀
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
無
謀
と
は
極
め
て
不
合
理
な
行

為
で
あ
り
、
故
意
だ
け
で
は
な
く
強
く
非
難
さ
れ
る
過
失
で
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
付
言
し
た）
１８９
（

。
ま
た
本
判
決
は
、
本
件
で
は
危
険
な
物
質

を
運
ん
で
い
る
た
め
に
検
査
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
石
油
の
漏
れ
を
認
識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
タ
ン
ク
の
修
理
を
行
わ
な
か
っ
た
行

為
を
懲
罰
的
賠
償
に
該
当
す
る
と
認
定
し
た）
１９０
（

。
さ
ら
に
、
全
て
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
構
成
員
の
塡
補
賠
償
額
を
調
査
せ
ず
に
懲
罰
賠
償

額
の
み
を
決
定
し
た
と
し
て
も
、
適
正
手
続
に
違
反
し
な
い
と
し
て）
１９１
（

、
懲
罰
的
賠
償
額
八
億
五
〇
〇
〇
万
ド
ル
は
過
多
で
は
な
く
妥
当
で
あ

る
と
判
断
し
て
い
る）
１９２
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
大
規
模
不
法
行
為
の
性
質
を
理
由
に
懲
罰
的
賠
償
の
妥
当
性
を
導
き
出
し
た
例
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
被
告
の
行
為
そ

の
も
の
を
根
拠
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
行
為
が
非
難
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
懲
罰
や
抑
止
の
必
要
性
を
目
的
と
し

て
懲
罰
的
賠
償
が
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
法
行
為
の
大
規
模
性
は
懲
罰
賠
償
決
定
の
判
断
要
因
と
は
な
ら
な
い

こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
一
九
九
六
年
のG

ore

判
決）
１９３
（

は
、
消
費
者
詐
欺
に
基
づ
く
懲
罰
的
賠
償
が
過
多
で
あ
り
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
が
求
め
る
適

二
四
九
三
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同
志
社
法
学　

六
四
巻
七
号�

四
六
八

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
規
模
不
法
行
為
人
身
損
害
の
賠
償

正
手
続
に
違
反
す
る
と
判
示
し
た）
１９４
（

。
そ
の
際
に
、
適
正
手
続
に
合
致
す
る
た
め
の
三
点
の
考
慮
要
素
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
不
法
行
為

の
非
難
程
度
、
②
塡
補
賠
償
と
懲
罰
的
賠
償
の
間
の
金
額
的
不
均
衡
、
③
懲
罰
的
賠
償
と
そ
の
他
の
民
事
制
裁
方
法
と
の
金
額
的
不
均
衡
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、二
〇
〇
三
年
の
合
衆
国
最
高
裁
判
所
判
決
で
あ
るState F

arm
 M

ut. A
uto. Ins. C

o v. C
am

pbell

）
１９５
（

に
受
継
が
れ
た
。

本
件
は
保
険
会
社
に
対
し
て
自
動
車
保
険
に
か
か
る
詐
欺
に
基
づ
い
た
損
害
賠
償
が
求
め
ら
れ
た
訴
え
で
あ
る
。
第
一
審
の
ユ
タ
州
地
方
裁

判
所
で
は
陪
審
に
よ
り
塡
補
賠
償
額
二
六
〇
万
ド
ル
、
懲
罰
的
賠
償
額
一
億
四
五
〇
〇
万
ド
ル
の
評
決
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
裁
判
所
は

塡
補
賠
償
額
一
〇
〇
万
ド
ル
お
よ
び
懲
罰
的
賠
償
額
二
五
〇
〇
万
ド
ル
に
減
額
し
た
。
ユ
タ
州
最
高
裁
判
所
は
、
第
一
審
判
決
の
懲
罰
的
賠

償
額
の
判
断
を
覆
し
て
一
億
四
五
〇
〇
万
ド
ル
に
修
正
し
た）
１９６
（

。
そ
こ
で
、
保
険
会
社
が
二
つ
の
賠
償
額
が
過
多
で
あ
り
合
衆
国
憲
法
修
正
一

四
条
の
適
正
手
続
に
違
反
す
る
と
主
張
し
て
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
ま
ず
懲
罰
的
賠
償
額
を
過
多

と
し
て
適
正
手
続
に
違
反
す
る
と
述
べ
た）
１９７
（

。
そ
し
て
、G

ore

判
決
の
考
慮
要
素
を
適
用
し
て
一
億
四
五
〇
〇
万
ド
ル
の
懲
罰
的
賠
償
額
が

合
理
的
範
囲
内
に
あ
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
妥
当
で
は
な
い
と
判
断
し
た）
１９８
（

。
ま
た
本
判
決
は
、
妥
当
な
懲
罰
的
賠
償
額
を
塡
補
賠
償
額
と
同

額
ま
た
は
近
い
額
が
相
当
と
示
し
て
い
る）
１９９
（

。

　

本
判
決
を
見
る
限
り
、
多
額
の
懲
罰
的
賠
償
を
調
整
す
る
手
段
と
し
て
適
正
手
続
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
既
に
見
た

よ
う
に
、
大
規
模
不
法
行
為
の
性
質
そ
の
も
の
は
直
接
に
懲
罰
的
賠
償
へ
影
響
を
与
え
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇
七
年
のP

hillip 

M
orris U

SA
 v. W

illiam
s

）
２００
（

 

に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
懲
罰
的
賠
償
の
根
拠
と
算
定
基
準
に
変
化
が
見
ら
れ
て
い

る
。
本
件
は
、
喫
煙
の
結
果
死
亡
し
た
者
の
未
亡
人
が
タ
バ
コ
会
社
に
対
し
て
、
喫
煙
に
よ
る
損
害
が
タ
バ
コ
会
社
の
詐
欺
と
過
失
に
よ
る

も
の
と
し
て
、
喫
煙
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
審
の
オ
レ
ゴ
ン
州
地
方
裁
判
所
で
は
、
陪
審
が
八
二
万
一
〇
〇
〇

ド
ル
の
塡
補
賠
償
と
七
九
五
〇
万
ド
ル
の
懲
罰
的
賠
償
の
評
決
を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
同
裁
判
所
が
懲
罰
的
賠
償
額
を
三
二
〇
〇

万
ド
ル
に
減
額
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
ま
ず
懲
罰
的
賠
償
の
額
に
つ
い
て
合
衆
国
憲
法
に
照
ら
し
て
適
正
さ
を
審

二
四
九
四
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六
四
巻
七
号�

四
六
九

査
す
る
と
述
べ
た）
２０１
（

。
そ
し
て
、
喫
煙
者
以
外
の
者
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
被
告
を
罰
す
る
こ
と
は
適
正
手
続
に
違
反
す
る
の
で）
２０２
（

、
懲
罰
的
賠

償
で
そ
れ
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た）
２０３
（

。
し
か
し
、
差
戻
審
の
オ
レ
ゴ
ン
州
最
高
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
八
年
のW

illiam
s v. 

P
hillip M

orris Inc.

）
２０４
（

 

で
、
懲
罰
的
賠
償
額
を
七
九
五
〇
万
ド
ル
と
認
め
た
の
で
あ
る）
２０５
（

。

　

ま
ず
オ
レ
ゴ
ン
州
最
高
裁
判
所
は
、
オ
レ
ゴ
ン
州
の
製
造
物
責
任
訴
訟
で
の
懲
罰
的
賠
償
規
定）
２０６
（

が
定
め
る
算
定
の
考
慮
要
素
は
、
裁
量
的

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
必
要
的
な
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
た
。
次
に
、
懲
罰
的
賠
償
の
決
定
に
は
違
法
行
為
に
よ
っ
て
発

生
し
た
全
て
の
利
益
を
考
慮
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る）
２０７
（

こ
と
に
言
及
し
た
。
こ
の
規
定
は
、
被
告
が
ど
の
程
度
の
動
機
で
不
当
な
利
益
を

得
よ
う
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
考
慮
す
る
こ
と
を
、
陪
審
に
委
ね
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る）
２０８
（

と
付
言
し
た
。
そ
し
て
、
被
告
の
違

法
行
為
に
よ
る
利
益
を
考
慮
し
て
七
九
五
〇
万
ド
ル
の
懲
罰
的
賠
償
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
懲
罰
的
賠
償
の
根
拠
と
算
定
基
準
は
、
違
法
行

為
の
非
難
程
度
よ
り
も
違
法
行
為
に
よ
る
利
益
の
額
に
重
点
を
移
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
に
お
い
て
も
大
規
模
不
法
行

為
の
性
質
が
懲
罰
的
賠
償
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
は
見
出
せ
な
い
。
違
法
行
為
が
大
規
模
で
あ
る
た
め
に
不
当
な
利
益
が
大
き
く
な
り
、

そ
の
た
め
に
賠
償
金
が
高
額
化
す
る
こ
と
だ
け
が
唯
一
関
係
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

多
額
の
懲
罰
的
賠
償
金
の
た
め
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の
初
期
事
例
で
は
被
告
は
そ
の
負
担
か
ら
破
産
に
至
っ
た
。
不
法
行
為
損
害
賠
償
債
務
の

履
行
を
確
保
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
懲
罰
的
賠
償
の
根
拠
を
害
意
だ
け
と
す
れ
ば
、
主
観
的
要
素
の
み
で
賠
償
額
が
決
定
さ

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
違
法
行
為
に
よ
り
得
た
利
益
と
な
れ
ば
、あ
る
程
度
の
客
観
性
を
担
保
で
き
る
。
利
益
が
多
額
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

賠
償
額
も
比
例
し
て
加
害
者
で
あ
る
被
告
の
破
産
を
招
き
、
結
果
的
に
損
害
賠
償
債
務
の
履
行
が
で
き
な
い
。
か
よ
う
に
考
慮
す
れ
ば
、
多

く
の
州
で
採
用
さ
れ
て
い
る
塡
補
賠
償
の
倍
数
で
懲
罰
的
賠
償
を
決
定
す
る
こ
と
も
妥
当
な
方
法
と
い
え
る
。
政
策
的
見
地
か
ら
そ
の
倍
数

を
少
な
く
す
れ
ば
、
損
害
賠
償
債
務
の
不
履
行
の
発
生
は
抑
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、E

xxon 

Shipping C
o. v. B

aker

）
２０９
（

 

で
、
海
事
法
で
は
懲
罰
的
賠
償
額
を
塡
補
賠
償
額
と
同
一
に
す
べ
き
旨
の
判
断
を
示
し
た）
２１０
（

。
今
後
、
こ
の
分
野
で

二
四
九
五
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六
四
巻
七
号�

四
七
〇

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
規
模
不
法
行
為
人
身
損
害
の
賠
償

の
懲
罰
的
賠
償
金
の
減
額
化
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
本
判
決
で
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
認
め
る
懲
罰
的
賠
償

は
連
邦
法
が
専
占
（preem

pt

）
で
き
な
い
と
付
言
し
て
い
る）
２１１
（

。
こ
れ
は
、
連
邦
法
で
は
な
く
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
含
む
州
法
が
懲
罰
的
賠
償

の
体
系
を
構
築
し
て
い
る
と
い
う
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
認
識
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
本
件
で
も
、
懲
罰
的
賠
償
の
根
拠
を
会
社
管
理

職
の
注
意
を
欠
く
行
為
（reckless act

）
に
求
め
て
い
る）
２１２
（

。
懲
罰
的
賠
償
が
、
長
年
に
わ
た
り
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
形
成
さ
れ
た
広
く
非
難

可
能
性
の
あ
る
行
為
を
対
象
と
す
る
前
提
を
も
つ
こ
と
に
は
変
化
が
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
大
規
模
不
法
行
為
の
性
質

を
考
慮
し
た
も
の
が
、
懲
罰
的
賠
償
の
あ
る
べ
き
姿
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
違
法
行
為
に
よ
る
利
益
を
妥
当
な
額
で
吐
き
出
さ
せ

る
と
と
も
に
、
当
該
行
為
を
抑
止
で
き
る
か
が
、
大
規
模
不
法
行
為
に
お
け
る
懲
罰
的
賠
償
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

お
わ
り
に

　

大
規
模
不
法
行
為
の
人
身
損
害
へ
の
損
害
賠
償
は
、
大
別
す
る
と
塡
補
賠
償
と
懲
罰
的
賠
償
が
あ
り
、
と
り
わ
け
有
毒
物
質
に
よ
る
不
法

行
為
の
場
合
に
は
、
塡
補
賠
償
か
ら
医
療
検
査
費
用
賠
償
と
未
発
症
疾
病
へ
の
精
神
的
損
害
賠
償
が
派
生
的
に
請
求
さ
れ
て
き
た
。
塡
補
賠

償
を
構
成
す
る
項
目
に
対
し
て
は
、
わ
が
国
と
同
様
に
損
害
へ
の
穴
埋
め
を
金
銭
で
行
な
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
で

は
、
そ
の
根
拠
が
害
意
と
い
う
主
観
的
要
素
か
ら
、
大
規
模
不
法
行
為
に
お
い
て
は
過
失
を
も
含
ん
だ
非
難
可
能
性
と
い
う
広
範
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
賠
償
の
多
額
さ
が
被
告
の
支
払
い
能
力
を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
。
大
規
模
不
法
行
為
に
お
い
て
は
、
実
体
法
上
の

権
利
利
益
の
侵
害
が
多
数
に
及
び
多
地
域
で
発
生
す
る
た
め
に
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
使
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ

ョ
ン
に
よ
る
と
当
事
者
が
多
数
と
な
り
、
塡
補
賠
償
の
額
は
個
々
の
訴
え
に
よ
る
も
の
と
比
べ
多
額
化
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
に
加
え
た
懲
罰
的
賠
償
の
高
額
化
が
、
損
害
賠
償
債
務
の
不
履
行
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
。

二
四
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大
規
模
不
法
行
為
の
損
害
賠
償
へ
大
き
く
影
響
す
る
も
の
が
、
有
毒
物
質
が
も
つ
潜
伏
期
間
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
損
害
が
未
発
生
の

段
階
で
の
賠
償
の
是
非
が
問
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
は
、
未
発
症
疾
病
へ
の
恐
怖
か
ら
く
る
精
神
的
損
害
賠
償
と
医
療
検
査
費
用
賠
償
で
現
れ

る
。
い
ず
れ
も
未
発
生
の
損
害
へ
の
賠
償
で
あ
る
た
め
に
、
発
生
の
可
能
性
に
疑
い
が
あ
り
成
立
要
件
の
厳
格
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
賠
償
は
、
将
来
に
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
損
害
の
検
査
費
用
と
前
倒
し
の
賠
償
で
あ
る
。
判
例
お
よ
び
裁
判
例
と
も
言
及
し
て
い
な
い

が
、
被
告
の
破
産
に
よ
る
損
害
賠
償
債
務
の
免
責
を
危
惧
し
た
請
求
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
請
求
を
認
容
す
る
に
は
、
高
い

損
害
発
生
蓋
然
性
か
ら
、
既
に
損
害
が
発
生
し
た
と
仮
定
し
て
塡
補
賠
償
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
精
神
的
損
害
賠
償
で
は
、

未
発
症
の
疾
病
を
免
疫
シ
ス
テ
ム
へ
の
損
害
と
し
て
認
め
て
き
た
。
こ
の
手
法
は
八
〇
年
代
後
半
に
採
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
に
お
い
て
は

発
症
可
能
性
が
疫
学
的
に
立
証
さ
れ
な
い
も
の
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の
事
例
を
除
い
て
消
極
的
傾
向
の
状
況
に
あ
る
。

　

蓋
然
性
は
あ
く
ま
で
発
生
が
不
確
定
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
裁
判
所
も
未
発
生
損
害
の
賠
償
を
躊
躇
し
た
と
い
え
る
。
医
療
検
査

費
用
賠
償
も
こ
れ
と
同
様
の
問
題
を
も
つ
。
未
発
症
の
疾
病
の
検
査
の
為
に
支
出
さ
れ
る
経
費
を
損
害
賠
償
と
し
て
請
求
す
る
に
は
、
損
害

発
生
が
前
提
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
部
の
州
で
は
、
従
来
と
は
別
の
請
求
原
因
と
し
て
、
損
害
発
生
を
前
提
と
せ
ず
医
療
検
査
費
用
の

賠
償
を
認
め
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
傾
向
は
一
部
の
州
に
留
ま
っ
て
お
り
、
全
米
で
統
一
さ
れ
た
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
一
方
で
、

大
規
模
不
法
行
為
被
害
者
の
医
療
検
査
費
用
負
担
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
蓋
然
性
を
僅
か
で
も
考
慮
に
入
れ
て
既

発
生
と
推
定
し
、
医
療
検
査
費
用
と
未
発
症
疾
病
の
精
神
的
損
害
へ
の
賠
償
を
、
部
分
的
に
定
額
で
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
大
規
模
不
法
行
為
の
問
題
の
処
理
を
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
改
革
す
る
こ
と
に
よ
り
行
お
う
と
す
る
傾
向
が

強
く
あ
る）
２１３
（

。
こ
の
方
法
は
、
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
成
立
を
否
定
し
て
、
個
別
の
訴
え
に
よ
り
損
害
賠
償
の
総
額
を
下
げ
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
損
害
賠
償
の
多
額
化
に
の
み
に
目
が
向
け
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
損
害
賠
償
か
ら
の
検
討
こ
そ
大
規
模
不

法
行
為
が
示
す
性
質
か
ら
派
生
す
る
問
題
に
対
応
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
大
規
模
不
法
行
為
が
直
面
す
る
問
題
は
、
損
害
発
生
の
蓋
然
性
に

二
四
九
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ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
規
模
不
法
行
為
人
身
損
害
の
賠
償

集
約
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
将
来
損
害
も
含
め
た
塡
補
賠
償
の
項
目
の
査
定
と
、
一
部
定
額
化
と
い
っ
た
賠
償
支
払
い
方
法
の
採
用
で

あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
、
懲
罰
的
賠
償
に
よ
る
違
法
行
為
へ
の
制
裁
と
抑
止
の
視
点
か
ら
、
違
法
行
為
に
よ
っ
て
得
た
利
益
を
吐
き
出
さ
せ
る

た
め
の
当
該
賠
償
額
を
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＊
平
成
二
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
研
究
課
題
﹁
大
規
模
被
害
へ
の
損
害
賠
償―

ア
メ
リ
カ
大
規
模
不
法
行
為
と
証
券
詐
欺
の
事
例
を
参
考
に―

﹂
課
題
番

号
二
二
五
三
〇
〇
九
八　

研
究
代
表
者　

楪　

博
行
）
に
よ
る
研
究

（
1
）　L

isa A
. R

ickard and M
atthew

 D
. W

ebb, A
m

erica
n

 Tort a
n

d
 C

ivil L
itiga

tion
 – A

t a
 C

rossroa
d

s? , M
A

T
E

R
IA

L
S O

N T
O

R
T R

E
F

O
R

M 61 （2010

）.

（
2
）　

例
え
ば
最
近
の
例
と
し
て
、Sergio J. C

am
pos and H

ow
ard M

. E
richson, T

h
e F

u
tu

re of M
a

ss Torts, 159 U
. P

A. L
. R

E
V. P

E
N

N
um

bra 231 （2011

）.

（
3
）　

後
述
す
る
医
療
検
査
費
用
賠
償
、
将
来
の
疾
病
発
症
の
精
神
的
損
害
賠
償
、
そ
し
て
懲
罰
的
賠
償
な
ど
、
個
々
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
精
神

的
損
害
に
つ
い
て
は
、B

radley P
eacock, Torts- In

fl
iction

 of E
m

otion
a

l D
istress – R

ecovery for F
ea

r of F
u

tu
re Illn

ess P
red

ica
ted

 on
 P

roof of 

E
x

p
osu

re a
n

d
 R

a
tion

a
l F

ea
r, 65 M

ISS.L
.J. 763 （1996

）.

（
4
）　

わ
が
国
に
ア
メ
リ
カ
の
大
規
模
不
法
行
為
の
損
害
賠
償
事
例
を
紹
介
し
た
も
の
や
、
具
体
的
な
大
規
模
不
法
行
為
事
例
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
が
あ
る
が
、
損
害
賠
償
の
構

造
を
総
合
的
に
分
析
し
た
も
の
は
な
い
。
尚
、
具
体
的
な
大
規
模
不
法
行
為
の
事
例
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
拙
稿
﹁
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
精
神
的
損
害
の
賠
償

―

有
毒
物
質
不
法
行
為
に
よ
る
変
容
を
中
心
と
し
て―
﹂
京
都
文
教
大
学
人
間
学
部
研
究
報
告
第
一
二
集
一
頁
（
二
〇
一
一
）、
拙
稿
﹁
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
に
お
け
る
損

害
賠
償
請
求―

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
食
品
訴
訟
が
示
す
現
状
と
課
題―

﹂
法
政
論
叢
第
四
七
巻
第
二
号
六
七
頁
（
二
〇
一
一
）
が
あ
る
。

（
5
）　T

hom
as E

. W
illging, M

a
ss Tort P

roblem
s a

n
d

 P
rop

osa
ls - A

 P
relim

in
a

ry R
ep

ort to th
e M

a
ss Tort W

orkin
g G

rou
p

, 8 F
ederal Judicial C

enter

（1999

）.

（
6
）　A

d
visory C

om
m

. on
 C

ivil R
u

les an
d

 W
orkin

g G
rou

p
 on

 M
ass T

orts, R
E

P
O

R
T

 O
N M

A
S

S T
O

R
T L

IT
IG

A
T

IO
N 10 

（F
eb. 15, 1999

）, rep
rin

ted
 w

ith
ou

t 

a
p

p
en

d
ices in

 187 F.R
.D

. 293, 300 （1999

）.

（
7
）　5 N

E
W

B
E

R
G O

N C
L

A
SS A

C
T

IO
N

S

§17:6 （4th ed.

）（2011

）.

（
8
）　187 F.R

.D
. at 302.

（
9
）　28 U

.S.C
.

§1407.

二
四
九
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（
10
）　P

ub.L
. 109-2, 119 Stat.4.

（
11
）　

尚
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
公
正
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
公
正
法
（C

lass A
ction F

airness A
ct

）
の
成
立
と
大
規
模
不
法
行
為
訴
訟
へ
の
影
響
﹂

京
都
文
教
大
学
人
間
学
研
究
第
七
号
六
三
頁
（
二
〇
〇
六
）
が
詳
し
い
。
ま
た
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
公
正
法
に
つ
い
て
は
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
がSym

posium
: F

airness to W
hom

? P
erspectives on the C

lass A
ction F

airness A
ct of 2005, 156 U

. P
A. L

. R
E

V. 1439 （2008

）
に
お
い
て
、
そ

の
立
法
の
影
響
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
尚
、こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
は
、拙
稿
﹁
誰
に
と
っ
て
公
正
な
の
か
？

－

ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
公
正
法
の
展
望
﹂［
ア

メ
リ
カ
法
二
〇
〇
九

－

二
］
三
六
〇
頁
（
二
〇
〇
九
）
が
詳
し
い
。
ま
た
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
公
正
法
に
先
立
っ
て
、
合
衆
国
議
会
は
一
九
九
五
年
に
証
券
ク
ラ
ス
ア
ク
シ

ョ
ン
の
制
限
を
行
う
連
邦
法
を
制
定
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
私
的
証
券
訴
訟
改
革
法
（P

rivate Securities L
itigation R

eform
 A

ct

）
で
あ
り
、
証
券
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン

で
の
訴
答
上
の
要
件
を
厳
格
化
さ
せ
原
告
代
表
当
事
者
を
特
定
し
た
。
本
法
の
詳
細
を
紹
介
し
た
例
と
し
て
、
栗
山
修
・
証
券
取
引
規
制
の
研
究
・
二
〇
六
頁
（
一
九
九
八
）

以
下
参
照
。

（
12
）　

例
え
ば
、
最
近
の
消
費
者
詐
欺
事
例
と
し
て
、P

elm
an v. M

cD
onald’s C

orp., 2010 W
L

 4261390 （S.D
.N

.Y. 2010

）. 

な
ど
が
あ
る
。
こ
の
事
件
は
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の

ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
が
肥
満
を
引
き
起
こ
し
た
と
し
て
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
前
掲
注
４
・
法
政
論
叢
七
〇
頁
以
下
参
照
。

（
13
）　

食
品
事
例
の
請
求
の
原
因
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
前
掲
注
４
・
法
政
論
叢
六
七
頁
以
下
参
照
。

（
14
）　S

ee, e.g., N
E

W
B

E
R

G, su
p

ra
 note 7 at

§17:6.

（
15
）　D

an B
. D

obbs, T
H

E L
A

W
 O

F T
O

R
T

S 2d ed. （P
ractitioner T

reaties Series

） 

§479 at 2 （2011

）.

（
16
）　

こ
の
点
に
つ
き
、
第
三
章
お
よ
び
第
四
章
を
参
照
。

（
17
）　

危
険
の
回
避
ル
ー
ル
と
は
、
不
法
行
為
者
の
責
任
と
独
立
し
た
も
の
で
、
被
害
者
に
被
っ
た
損
害
を
最
小
限
に
す
る
責
任
を
意
味
す
る
法
原
則
で
あ
る
。25 C

.J.S. 

D
am

ages

§46 （updated. 2011

）.

（
18
）　S

ee, e.g., F
uqua v. A

enta C
as. &

 Sur. C
o., 542 So.2d 1129, 1132 （L

a.A
pp. 1989

）.

（
19
）　S

ee, e.g., R
ivera v. P

hiladelphia T
heological Sem

inary of St. C
harles B

orrom
eo, Inc., 507 A

.2d 1, 12 （1986

）.

（
20
）　22 A
m

.Jur.2d D
am

ages

§142.

（
21
）　S

ee, e.g., H
audrich v. H

ow
m

edia, Inc., 662 N
.E

.2d 1248, 1257 （1966

）.

本
件
は
脛
骨
置
換
術
に
か
か
る
医
療
費
の
賠
償
を
認
め
て
い
る
。

（
22
）　S

ee, e.g., Steinauer v. Sharpy C
ounty, 353 N

.W
.2d 715, 724 （1984

）.

（
23
）　S

ee, e.g., K
em

pner v. Schulte, 885 S.W
.2d 892, 894 （1994

）.

二
四
九
九
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ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
規
模
不
法
行
為
人
身
損
害
の
賠
償

（
24
）　S

ee, e.g.,  In
 re G

loria T., 532 A
.2d 1095, 1097 （1987

）.
（
25
）　D

an B
. D

obbs,  su
p

ra
 note 15 at 

§479 at 6.
（
26
）　

こ
の
点
は
、
特
に
損
害
賠
償
額
か
ら
弁
護
士
報
酬
を
決
定
す
る
成
功
報
酬
（contingent fee

）
で
代
理
を
す
る
場
合
の
代
理
人
に
は
有
利
と
な
ろ
う
。

（
27
）　D

an B
. D

obbs, su
p

ra
 note 15 at 

§479 at 6.

（
28
）　Id

.

（
29
）　

こ
の
点
に
つ
き
、
第
四
章
を
参
照
。

（
30
）　W

ood v. M
obil C

hem
ical C

o., 365 N
.E

.2d 1087, 1096 

（1977

）.

本
件
で
は
、
脳
へ
の
傷
害
に
よ
り
う
つ
病
を
発
生
さ
せ
た
場
合
の
精
神
的
損
害
を
認
め
た
。

A
lphonso v. C

harity H
ospital of L

ouisiana at N
ew

 O
rleans, 413 So.2d 982, 986 （L

a.C
t.A

pp.

）.

本
件
は
、
強
姦
の
ト
ラ
ウ
マ
を
被
っ
た
女
性
の
精
神
的
損
害
賠
償

を
認
め
た
。

（
31
）　S

ee, e.g., A
bram

s v. C
ity of M

attoon, 499 N
.E

.2d 147, 154 （1986

）.

本
件
は
、
怪
我
の
治
療
の
た
め
に
処
方
さ
れ
た
薬
剤
を
使
用
し
た
際
の
副
作
用
の
精
神
的
損

害
の
賠
償
を
認
め
て
い
る
。

（
32
）　D

an B
. D

obbs, su
p

ra
 note 15 at 

§479 at 8.

（
33
）　S

ee, e.g., M
ileski v. L

ong Island R
.R

., 499 F.2d 1169, 1172 （2d C
ir. 1974

）.

本
判
決
は
、
鉄
道
の
線
路
を
杭
で
固
定
し
よ
う
と
し
た
際
に
、
誤
っ
て
線
路
を
鉄
槌

で
打
ち
付
け
、
鉄
片
が
同
僚
の
左
眼
に
刺
さ
っ
た
事
件
で
陪
審
員
が
加
害
者
の
使
用
者
で
あ
る
鉄
道
会
社
に
二
五
万
ド
ル
の
損
害
賠
償
支
払
い
を
認
め
る
評
決
を
不
服
と
し
て

控
訴
し
た
と
こ
ろ
、
評
決
を
支
持
し
た
控
訴
審
判
決
で
あ
る
。

（
34
）　S

ee, e.g., K
enton v. H

yatt H
otels C

orp., 693 S.W
.2d 83, 97 （M

o. 1985

）.

本
判
決
は
、
ホ
テ
ル
の
建
物
を
結
ぶ
高
架
連
絡
通
路
が
崩
壊
し
、
そ
こ
を
歩
い
て
い
た

女
性
が
脊
髄
損
傷
の
怪
我
を
負
っ
た
結
果
、
将
来
性
的
交
渉
も
妊
娠
も
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
、
四
〇
〇
万
ド
ル
の
塡
補
賠
償
を
認
め
た
陪
審
員
に
よ
る
評
決
を
認
容
し
た
。

（
35
）　Jones v. W

al-M
art Stores, Inc., 870 F.2d 982, 992 （5th C

ir. 1989
）.
本
件
は
傷
跡
が
識
別
し
難
い
も
の
で
あ
っ
て
も
賠
償
を
認
め
て
い
る
。

（
36
）　D

an B
. D

obbs,  su
p

ra
 note 15 at 

§479 at 8.

（
37
）　B

lum
 v. A

irport Term
inal Service Inc., 762 S.W

.2d 67, 76 （M
o.C

t.A
pp. 1988

）.

（
38
）　Yow

ell v. P
iper A

ircraft C
orp., 703 S.W

.2d 630, 634 （Tex. 1986

）.

（
39
）　F

errara v. G
alluchio, 152 N

.E
.2d 249, 252 （N

.Y. 1958

）.

（
40
）　K

enton, 693 S.W
.2d at 91.

二
五
〇
〇
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（
41
）　D

an B
. D

obbs, su
p

ra
 note 15 at 

§479 at 12.
（
42
）　Id

.
（
43
）　690 A

.2d 682, 692 （N
.J. 1997

）.

（
44
）　

精
神
的
損
害
で
そ
の
賠
償
の
範
囲
の
拡
大
傾
向
を
示
し
、
意
識
を
前
提
と
し
な
い
例
に
、
一
九
八
〇
年
代
に
使
わ
れ
は
じ
め
た
快
楽
的
損
害
賠
償
（hedonic dam

ages

）

が
あ
る
。
こ
れ
は
場
合
に
よ
り
、
①
単
な
る
快
楽
の
損
失
、
②
原
告
が
意
識
し
な
い
快
楽
の
喪
失
、
③
人
生
の
価
値
を
経
済
的
に
価
値
評
価
で
き
る
も
の
、
と
さ
れ
て
い
る
。

快
楽
の
た
め
に
支
払
っ
た
金
額
と
危
険
作
業
従
事
者
の
た
め
に
雇
用
者
が
支
払
っ
た
娯
楽
の
金
額
を
査
定
し
て
、
快
楽
の
市
場
価
値
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
八
五
年

に
イ
リ
ノ
イ
州
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
証
拠
の
提
出
を
認
め
た
が
（Sherrod v. B

erry, 629 F.Supp. 159 

（N
.D

.Ill. 1985

）.

）、
そ
の
後
の
裁
判
例
で
は

否
定
す
る
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。（D

an B
. D

obbs, su
p

ra note 15 at 1053.

）

（
45
）　S

ee, e.g., W
.P

age K
eeton et al., P

R
O

SSE
R A

N
D K

E
E

T
O

N O
N T

H
E L

A
W

 O
F T

O
R

T
S 

§54 at 361, 363 （5th ed. 1984

）.

（
46
）　437 N

.E
.2d 171 

（M
ass. 1982

）. 
本
件
は
妊
娠
中
に
ジ
エ
チ
ル
ス
チ
ル
ベ
ス
ト
ロ
ー
ル
（
Ｄ
Ｅ
Ｓ
）
を
服
用
し
た
母
親
か
ら
生
ま
れ
た
娘
に
よ
っ
て
、
Ｄ
Ｅ
Ｓ
摂
取
に
よ

り
将
来
の
ガ
ン
発
生
の
恐
怖
と
生
殖
器
異
常
が
発
生
し
た
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
47
）　Id

. at 180.

（
48
）　29 P

a. D
&

C
.3d 104, 109 （1982

）. 

本
件
は
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
で
汚
染
さ
れ
た
水
を
飲
ん
だ
原
告
が
、
将
来
の
疾
病
発
生
に
恐
怖
を
感
じ
た
と
し
て
精
神
的
損
害
の

賠
償
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
49
）　628 F.Supp. 1219, 1226 （D

.C
.M

ass. 1986

）. 

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
と
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
に
汚
染
さ
れ
た
地
下
水
を
飲
ん
だ
二
五
人
の
原
告
に
よ
っ
て
、
白
血
病
と

そ
の
他
の
ガ
ン
発
症
の
恐
怖
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
精
神
的
損
害
の
賠
償
を
求
め
て
い
る
。

（
50
）　788 F.2d 315, 318 （5th C

ir. 1986

）. 

は
し
け
に
荷
を
積
む
船
員
で
あ
る
原
告
が
、
積
載
装
置
が
故
障
し
た
際
に
高
濃
度
の
有
毒
物
質
を
何
度
も
浴
び
た
こ
と
に
よ
り
、
ガ

ン
発
症
を
恐
れ
て
精
神
的
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。

（
51
）　A

nderson, 628 F.Supp. at 1226.

（
52
）　H

agerty, 788 F.2d at 318.

（
53
）　525 A

.2d 287 （N
.J. 1987

）.

（
54
）　Id

. at 295.

（
55
）　855 F.2d 1188 （6th C

ir. 1988

）.

二
五
〇
一
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損
害
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（
56
）　Id

. at 1206.
（
57
）　Id

.
（
58
）　274 C

al.R
ptr. 885 （C

al.C
t.A

pp. 1990

）. 

本
件
は
、
ゴ
ミ
捨
場
に
ベ
ン
ゼ
ン
や
ビ
ニ
ル
塩
化
物
な
ど
発
ガ
ン
性
物
質
が
投
棄
さ
れ
て
飲
料
水
用
井
戸
に
浸
出
し
、
そ
こ
か

ら
の
飲
料
水
を
飲
ん
だ
原
告
が
ガ
ン
発
症
の
恐
怖
に
よ
る
精
神
的
損
害
の
賠
償
が
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
59
）　Id

. at 892.

（
60
）　M

etro-N
orth C

om
m

uter R
.R

. C
o v. B

uckley, 521 U
.S.424 （1997

）. 

本
件
は
、
地
下
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
設
置
業
務
で
パ
イ
プ
か
ら
絶
縁
体
を
取
り
除
く
際
に
、
ア
ス
ベ

ス
ト
を
含
む
埃
を
浴
び
た
鉄
道
会
社
従
業
員
が
、
鉄
道
会
社
に
対
し
て
連
邦
雇
用
者
責
任
法
（F

ederal E
m

ployer’s L
iability A

ct

）（45 U
.S.C

.

§§51⊖60

）
を
根
拠
に

し
て
、
過
失
に
基
づ
く
精
神
的
損
害
の
訴
え
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
61
）　Id

. at 429-30.

（
62
）　Id

. at 433.

（
63
）　Id

. at 435.

（
64
）　Id

. at 435-36.

（
65
）　538 U

.S. 135 （2003

）. 

本
件
は
、
同
法
の
鉄
道
会
社
へ
の
不
法
行
為
責
任
規
定
に
基
づ
い
て
、
ア
ス
ベ
ス
ト
を
浴
び
た
従
業
員
が
ガ
ン
発
症
の
恐
怖
に
対
す
る
精
神
的
損
害

賠
償
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
66
）　Id

. at 157.

（
67
）　Id

. 

（
68
）　361 F.Supp.2d 268 （S.D

.N
.Y. 2005

）. 

本
件
で
は
、
テ
キ
サ
ス
州
法
と
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
法
が
、
処
方
薬
の
服
用
に
よ
り
疾
病
発
症
を
恐
れ
た
原
告
の
精
神
的
損
害
賠
償
を

認
め
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
。
尚
、
本
件
は
州
お
よ
び
連
邦
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
た
一
〇
〇
〇
以
上
の
訴
え
を
、
広
域
訴
訟
手
続
に
よ
り
集
約
し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
連

邦
地
方
裁
判
所
が
受
訴
裁
判
所
と
な
っ
て
い
る
。

（
69
）　Id
. at 275.

（
70
）　Id

. at 278

（
71
）　377 F.Supp.2d 1290 （N

.D
.G

a. 2005

）. 

本
件
は
、
被
告
の
過
失
に
よ
り
ベ
リ
リ
ウ
ム
を
吸
引
し
た
原
告
が
、
現
在
の
身
体
へ
の
損
害
と
、
将
来
の
慢
性
的
な
ベ
リ
リ
ウ
ム

症
や
ガ
ン
発
症
へ
の
恐
怖
か
ら
く
る
精
神
的
損
害
の
賠
償
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

二
五
〇
二
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（
72
）　Id

. at 1300.
（
73
）　Id

. at 1295-96.
（
74
）　Id

. at 1301.

（
75
）　402 F.3d 608 （6th C

ir. 2005

）.

（
76
）　Id

. at 618.

（
77
）　Id

. at 621.
こ
の
点
に
つ
きM

iller

の
見
解
が
参
考
と
な
る
。
①
有
毒
物
質
不
法
行
為
の
場
合
で
は
将
来
の
疾
病
発
生
の
恐
怖
が
明
確
に
現
れ
て
、
別
の
損
害
が
将
来
発
生

す
る
も
の
で
あ
り
、
②
単
一
請
求
ル
ー
ル
は
便
宜
か
つ
効
率
性
を
求
め
る
法
理
で
あ
り
、
初
め
の
請
求
で
は
認
識
で
き
な
か
っ
た
請
求
の
原
因
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
と
指

摘
す
る
。
そ
し
て
こ
の
ル
ー
ル
が
有
毒
物
質
不
法
行
為
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。K

enneth W
. M

iller, Tox
ic Torts a

n
d

 E
m

otion
a

l D
istress: T

h
e C

a
se 

for a
n

 In
d

ep
en

d
en

t C
a

u
se of A

ction
 for F

ea
r of F

u
tu

re H
a

rm
 40 A

R
IZ. L

. R
E

V. 681, 695 （1998

）.

（
78
）　R

ainer, 402 F.3d at 621.

（
79
）　Id

. at 621.

（
80
）　A

nderson, 628 F.Supp. at 1226.

（
81
）　P

arker , 377 F.Supp.2d at 1300.

（
82
）　

そ
こ
で
、
現
在
で
は
細
胞
よ
り
も
微
小
な
と
こ
ろ
で
損
害
を
認
定
し
よ
う
と
す
る
考
え
が
現
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
レ
ベ
ル
に
お
い
て
疾
病
発
生
の
蓋
然
性
を
考

慮
す
る
こ
と
も
可
能
と
の
指
摘
で
あ
る
。Jam

es F. d’E
ntrem

ont, F
ea

r F
a

ctor: T
h

e F
u

tu
re of C

a
n

cerp
h

bia
 a

n
d

 F
ea

r of F
u

tu
re D

isea
se C

la
im

s in
 

T
h

e Tox
icogen

om
ic A

ge, 52 L
O

Y.L
.R

E
V. 807, 830-36 （2006

）.

（
83
）　L

IT
IG

A
T

IN
G M

A
SS T

O
R

T C
A

SE
S 

§2:29 （2011

）.

（
84
）　S

ee, e. g., A
llan L

. Schw
artz, R

ecovery of D
a

m
a

ges for E
x

p
en

ses of M
ed

ica
l M

on
itorin

g to D
etect or P

reven
t F

u
tu

re D
isea

se of C
on

d
ition

, 

17 A
. L

. R
. 5th 327 （1994

）.

（
85
）　S

ee, e. g., Joseph K
. H

etrick and A
llison M

. B
row

n, C
a

u
se of A

ction
 for M

ed
ica

l M
on

itorin
g R

ela
tin

g to th
e U

se of M
ed

ica
l D

evices a
n

d
 

P
rescrip

tion
 D

ru
gs, 34 C

auses of A
ction 2d 249 （2007

）.

（
86
）　746 F. 2d 816 （D

.C
.C

ir. 1984

）.

（
87
）　Id

. at 819.

二
五
〇
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（
88
）　Id

. at 826.
（
89
）　525 A

.2d 287 （1987

）.
（
90
）　Id

. at 305.

（
91
）　Id

. at 304.

（
92
）　Id

. at 311.

（
93
）　Id

.

（
94
）　916 F.2d 829 （3d C

ir. 1990

）.

（
95
）　Id

. at 849-50.

（
96
）　H

etrick, su
p

ra
 note 85 at

§7.

（
97
）　Id

.

（
98
）　Id

. at

§8.

（
99
）　In

 re P
aoli R

.R
. Yard P

C
B

 L
itigation, 35 F.3d 717, 788 （3d C

ir. 1994

）.

（
１００
）　T

heer v. P
hillip C

arey C
o., 628 A

.2d 724, 733 （1993

）.

（
１０１
）　H

etrick, su
p

ra
 note 85 at

§10.

（
１０２
）　A

yers, 525 A
.2d at 303.

（
１０３
）　In

 re P
aoli R

.R
. Yard P

C
B

 L
itigation, 113 F.3d 444, 459 （1997

）.

（
１０４
）　S

ee, e.g., B
ow

er v. W
estinghouse E

lec. C
orp., 522 S.E

. 2d 424, 433 （W
.V

a. 1999

）.

（
１０５
）　H

ansen v. M
ountain F

uel Supply C
o., 858 P.2d 970, 979 （U

tah 1993
）. 

人
体
に
影
響
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。

（
１０６
）　P

aoli, 35 F.3d at 748. 

動
物
に
影
響
を
与
え
る
だ
け
で
人
体
に
影
響
が
あ
る
と
推
定
で
き
る
と
し
て
い
る
。

（
１０７
）　R

edland Soccer C
lub, Inc. v. D

ept. of the A
rm

y and D
ept. of D

efense of the U
.S., 696 A

.2d 137, 144 （1997

）.

（
１０８
）　B

ow
er, 522 S.E

.2d at 431.

（
１０９
）　H

etrick, su
p

ra
 note at

§12.

（
１１０
）　Id

. at

§13.

二
五
〇
四
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四
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四
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（
１１１
）　S

ee, e.g., In
 re M

eridia P
roducts L

iability L
itigation, 328 F.Supp.2d 791, 814 （N

.D
.O

hio 2004

）.
（
１１２
）　T

heer, 628 A
.2d at 734.

（
１１３
）　P

otter v. F
irestone T

ire &
 R

ubber C
o., 863 P.2d 795, 818 （1993

）.

（
１１４
）　P

aoli, 35 F.3d at 787.

（
１１５
）　H

ansen, 858 P.2d at 979.

（
１１６
）　P

otter, 863 P.2d at 824-25.

（
１１７
）　H

erber v. Johns M
anville C

orp., 785 F.2d 79, 83 （3d C
ir. 1986

）.

（
１１８
）　P

etito v. A
.H

. R
obins C

o., Inc., 750 So.2d 103, 107 （F
la.D

is.C
t.A

pp. 3d D
ist. 1999

）.

（
１１９
）　B

ourgeois v. A
.P. G

reen Industries, Inc., 716 So.2d 355, 358 （L
a. 1998

）.

（
１２０
）　B

ow
er, 522 S.E

.2d at 434.

（
１２１
）　S

ee, e.g., In
 re P

aoli, 35 F.3d at 788; H
ansen, 858 P.2d at 979: P

otter, 863 P.2d at 824-25.

（
１２２
）　H

ansen, 858 P.2d at 980.

（
１２３
）　B

arnes v. A
m

erican Tobacco C
o., 161 F.3d 127, 155 （3d C

ir. 1998

）.

（
１２４
）　In

 re R
ezulin P

roducts L
iability L

itigation, 210 F.R
.D

. 61, 73 （S.D
.N

.Y. 2002

）.

（
１２５
）　In

 re Tobacco L
itigation, 600 S.E

.2d 188, 193 （W
.V

a. 2004

）.

（
１２６
）　B

ow
er, 522 S.E

.2d at 433.

（
１２７
）　P

otter, 863 P.2d at 1007.

（
１２８
）　B

ow
er, 522 S.E

.2d at 430.

（
１２９
）　377 F.Supp.2d 1290, 1306 （N

.D
.G

a. 2005

）.

（
１３０
）　S

ee, e.g., D
uncan v. N

orthw
est A

irlines, Inc., 203 F.R
.D

. 601 （W
.D

.W
ash. 2001

）.

（
二
〇
〇
一
年
に
ワ
シ
ン
ト
ン
州
合
衆
国
地
方
裁
判
所
は
、
現
在
の
損
害
の

証
明
が
な
け
れ
ば
医
療
検
査
費
用
賠
償
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
。）; H

inton ex rel. H
inton v. M

onsanto C
o., 813 So.2d 827 （A

la. 2001

）.

（
二
〇
〇
一
年
に

ア
ラ
バ
マ
州
最
高
裁
判
所
は
、
現
在
の
損
害
な
し
に
医
療
検
査
費
用
賠
償
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。）; W

ood v. W
yeth-A

yerst L
aboratories, D

iv. of A
m

erican 

H
om

e P
roducts, 82 S.W

. 3d 849 

（K
y. 2002

）.

（
二
〇
〇
二
年
に
は
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
最
高
裁
判
所
が
、
有
毒
な
ダ
イ
エ
ッ
ト
薬
品
を
摂
取
し
た
原
告
の
医
療
検
査
費

二
五
〇
五
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六
四
巻
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四
八
〇

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
規
模
不
法
行
為
人
身
損
害
の
賠
償

用
賠
償
を
現
在
の
損
害
が
不
在
と
い
う
理
由
で
棄
却
し
て
い
る
。）; H

enry v. D
ow

 C
hem

ical C
o., 701 N

.W
.2d 684 

（2005

）.

（
二
〇
〇
五
年
に
は
、
ミ
シ
ガ
ン
州
最
高

裁
判
所
が
、
ミ
シ
ガ
ン
州
で
は
現
在
の
損
害
の
立
証
な
し
に
は
医
療
検
査
費
用
賠
償
は
認
め
な
い
と
し
て
い
る
。）

（
１３１
）　S

ee, e.g., F
riends F

or A
ll C

hildren, Inc., 746 F.2d at 831.

（
１３２
）　V

ictor E
. Schw

artz et al, M
ed

ica
l M

on
itorin

g S
h

ou
ld

 Tort L
a

w
 S

a
y Yes?, 34 W

A
K

E F
O

R
E

ST L
. R

E
V. 1057, 1075

（1999

）.

（
１３３
）　

尚
、
わ
が
国
で
懲
罰
的
賠
償
に
つ
い
て
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
会
沢
恒
﹁
懲
罰
的
賠
償
の
終
焉
!?
（
１
）・（
２
）・（
３
）
私
人
は
法
を
実
現
で
き
な
い
の
か
？
﹂
北
大
法

学
論
集
五
九
巻
一
号
五
二
二
頁
・
五
九
巻
三
号
一
六
八
二
頁
・
五
九
巻
四
号
二
一
〇
八
頁
（
二
〇
〇
八
）、
吉
村
顕
真
﹁
二
〇
世
紀
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
懲
罰
的
損
害

賠
償
の
改
革
過
程―
現
代
損
害
賠
償
法
に
お
け
る
﹁
懲
罰
的
﹂
要
素
の
意
義
と
課
題
﹂
龍
谷
法
学
四
二
巻
二
号
三
二
七
頁
（
二
〇
〇
九
）、
会
沢
恒
﹁
米
国
懲
罰
的
賠
償
制
度

の
近
時
の
動
向
﹂
法
の
支
配
一
六
二
号
一
八
頁
（
二
〇
一
一
）、
籾
岡
宏
成
・
ア
メ
リ
カ
懲
罰
賠
償
法
・
信
山
社
（
二
〇
一
二
）
等
が
あ
る
。

（
１３４
）　D

an B
. D

obbs, su
p

ra
 note 15 at 

§483 at 35.

（
１３５
）　D

an B
. D

obbs, L
A

W
 O

F R
E

M
E

D
IE

S

§3.11 （10

） （2d. ed. 1993

）.

（
１３６
）　A

. M
itchell P

olinsky and Steven Shavell, P
u

n
itive D

a
m

a
ges: a

n
 E

con
om

ic A
n

a
lysis, 111 H

A
R

V. L
. R

E
V. 869, 873 （1998

）.

（
１３７
）　D

avid G
. O

w
en, T

h
e M

ora
l F

ou
n

d
a

tion
s of P

u
n

itive D
a

m
a

ges, 40 A
L

A. L
. R

E
V. 705, 730 （1989

）.

（
１３８
）　S

ee, e.g., O
w

ens-Illinois, Inc. v. Z
enobia, 601 A

.2d 633, 653 （M
d. 1992

）.

（
１３９
）　S

ee, e.g., Johnson v. R
ogers, 763 P.2d 771 （U

tah 1998

）.

（
１４０
）　F

irst N
ational B

ank of P
ulaski, Tennessee v. T

hom
as, 453 So.2d 1313, 1320 （A

la. 1984

）.

本
判
決
で
は
、
無
礼
、
無
謀
、
無
茶
、
侮
辱
的
な
態
度
、
ま
た
は

詐
欺
・
害
意
・
虐
待
・
苛
立
ち
ま
た
は
重
過
失
に
よ
る
行
為
を
伴
う
場
合
に
、
懲
罰
的
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

（
１４１
）　D

an B
. D

obbs, su
p

ra
 note 15 at 

§483 at 40-41.

（
１４２
）　Id

.

（
１４３
）　P

olinsky, su
p

ra
 note 136 at 920.

（
１４４
）　S

ee, e.g., 3 C
.J.S. A

gency 

§ 602.

（
１４５
）　Tetuan v. A

.H
. R

obins C
o., 738 P.2d 1210, 1240 （1987

）.

（
１４６
）　D

an D
. D

obbs, su
p

ra
 note 15 at 

§483 at 43.

（
１４７
）　R

E
ST

A
T

E
M

E
N

T （SE
C

O
N

D

） OF T
O

R
T

S

§908 （1

）. “punish

［the defendant

］for his outrageous conduct and to deter him
 and others like him

 from
 sim

ilar 

二
五
〇
六
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conduct in the future. ”
（
１４８
）　Id

. 
（
１４９
）　S

ee, e.g., L
abonte v. H

utchins &
 W

heeler, 678 N
.E

.2d 853, 826-27 （M
ass. 1997

）.

（
１５０
）　D

an B
. D

obbs, su
p

ra
 note 136 at

§3.11

（5

）.

（
１５１
）　Z

arcone v. P
erry, 572 F.2d 52, 56 （2d C

ir. 1978

）. 

六
万
ド
ル
の
懲
罰
的
賠
償
額
が
被
告
を
破
産
に
追
い
込
む
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
１５２
）　P

olinsky
とShavell

は
、
懲
罰
的
賠
償
が
な
く
て
も
抑
止
効
果
が
発
生
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
多
数
の
原
告
の
塡
補
賠
償
が
全
て
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
適
切
な
懲

罰
的
賠
償
額
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
。P

olinskiy,  su
p

ra
 note 136 at 874-75.

（
１５３
）　B

ow
den v. C

aldor, 710 A
.2d 267, 285 （M

d. 1998

）.

（
１５４
）　

こ
の
法
理
は
、
同
一
犯
罪
に
つ
い
て
被
告
人
が
再
度
刑
事
責
任
を
科
さ
れ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
合
衆
国
憲
法
修
正
五
条
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る
。

同
条
は
、﹁
何
人
も
同
一
の
犯
罪
に
関
し
て
生
命
ま
た
は
身
体
を
二
重
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
な
い
。﹂
と
定
め
て
い
る
。see, 16D

 C
.J.S. C

onstitutional L
aw

§1939.

（
１５５
）　U

.S.C
. C

onst.A
m

end. 14.

（
１５６
）　P

acific M
ut. L

ife Ins. C
o. v. H

aslip, 111 S.C
t. 1032, 1043 （1991

）. 

（
１５７
）　H

onda M
otor C

o. L
td. v.O

berg, 114 S.C
t. 2331, 2336 （1994

）. 

（
１５８
）　517 U

.S. 559 （1996

）.

（
１５９
）　Id

. at 563.

（
１６０
）　Id

. at 564-67.

（
１６１
）　Id

. at 568.

（
１６２
）　Id

. at 572.

（
１６３
）　Id

. at 574.

（
１６４
）　Id

. at 575.

（
１６５
）　Id

.

（
１６６
）　

こ
の
不
法
行
為
改
革
に
関
し
て
は
、M

A
T

E
R

IA
L

S O
N T

O
R

T R
E

F
O

R
M, su

p
ra

 note 1 

が
詳
し
い
。
ま
た
、
不
法
行
為
改
革
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
石
原
治
・
不
法
行
為

改
革
一
三
頁
（
一
九
九
六
）
以
下
参
照
。

二
五
〇
七
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ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
規
模
不
法
行
為
人
身
損
害
の
賠
償

（
１６７
）　D

obbs, su
p

ra
 note 135 at

§3.11 （1

）.
（
１６８
）　42 U

.S.C
.

§1981 a （b

）（3

）.
（
１６９
）　C

O
L

O. R
E

V. S
T

A
T. S. A

N
N.

§52-240 （b

）.

（
１７０
）　F

L
A. S

T
A

T. A
N

N.

§768.73.

（
１７１
）　K

A
N. S

T
A

T. A
N

N.

§60-3701 （e

）.

（
１７２
）　

ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
で
は
、
塡
補
賠
償
額
の
五
倍
か
三
五
万
ド
ル
の
ど
ち
ら
か
多
額
の
方
を
懲
罰
的
賠
償
の
最
高
額
と
し
て
い
る
。N

. J. S
T

A
T. A

N
N. 2A

: 15-5.14.

（
１７３
）　

尚
、
州
制
定
法
に
よ
る
懲
罰
的
賠
償
額
の
制
限
は
、S

ee, N
itin Sud, P

u
n

itive D
a

m
a

ges: A
ch

ievin
g F

a
irn

ess a
n

d
 C

on
sisten

cy A
fter S

ta
te F

a
rm

 v. 

C
a

m
p

bell, 72 D
E

F.C
O

U
N

S.J. 67, 70 （2005

）. S
ee a

lso, V
alidity of State Statutory C

ap on P
unitive D

am
ages, 103 A

.L
.R

. 5th 379.

（
１７４
）　Sud, su

p
ra

 note 173 at 67.

（
１７５
）　Id

.

（
１７６
）　750 F.2d 1314 （5th C

ir.1985

）.

（
１７７
）　Id

.

（
１７８
）　107 F.R

.D
. 250

（S.D
. Tex 1985

）.

（
１７９
）　Id

. at 254.

（
１８０
）　109 F.R

.D
. 269 （E

.D
. Tex. 1985

）.

（
１８１
）　Id

. at 279.

（
１８２
）　151 F.3d 297

（5th C
ir. 1998

）.

（
１８３
）　Id

. at 324.

（
１８４
）　160 F.R
.D

. 544 （1995

）.

（
１８５
）　Id
. at 557. 

尚
、
控
訴
審
判
決
で
連
邦
第
五
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
州
法
に
よ
り
懲
罰
的
賠
償
の
相
違
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
原
審
判
決
を
破
棄
し
た
（C

astano v. 

A
m

erican Tobacco C
om

pany, 84 F.3d 734, 744 

（5th C
ir. 1996

）.

）。
し
か
し
、
控
訴
審
判
決
も
大
規
模
不
法
行
為
が
懲
罰
的
賠
償
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
言
及
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
１８６
）　979 F.2d 1014 （5th C

ir. 1992

）.

二
五
〇
八
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三

（
１８７
）　Id

. at 1019.
（
１８８
）　795 So.2d 364 （L

a.A
pp.C

t. 2001

）.
（
１８９
）　Id

. at 374.

（
１９０
）　Id

. at 376-77.

（
１９１
）　Id

. at 380.

（
１９２
）　Id

. at 387.

（
１９３
）　G

ore, 517 U
.S. 559.

（
１９４
）　Id

. at 575.

（
１９５
）　538 U

.S. 408 （2003

）.

（
１９６
）　Id

. at 415.

（
１９７
）　Id

. at 416.

（
１９８
）　Id

. at 429.

（
１９９
）　Id

.

（
２００
）　549 U

.S. 346 （2007

）.

（
２０１
）　Id

. at 353.

（
２０２
）　Id

. at 353-34.

（
２０３
）　Id

. at 355.

（
２０４
）　176 P.3d 1255 （O

re. 2008

）.

（
２０５
）　Id

. at 1263.

（
２０６
）　W

est’s O
r.R

ev. Stat. A
nn.

§30.925

（2

）.

（
２０７
）　Id

. at

（2

）（c

）.

（
２０８
）　Id

.

（
２０９
）　128 S.C

t. 2605 （2008

）.

二
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〇
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ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
規
模
不
法
行
為
人
身
損
害
の
賠
償

（
２１０
）　Id

. at 2634.
（
２１１
）　Id

. at 2617-18.
（
２１２
）　Id

. at 2615.

（
２１３
）　S

ee, e.g., C
am

pos , su
p

ra
 note 2 at 242-46, 247-50.

二
五
一
〇




